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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高分子フィルム内に重合性官能基を有し、かつ屈折率異方性を有する材料が浸透され、
重合された状態で含まれる二軸性の位相差フィルム。
【請求項２】
　前記高分子フィルムが延伸されてなる、請求項１に記載の位相差フィルム。
【請求項３】
　高分子フィルム内に重合性官能基を有し、かつ屈折率異方性を有する材料が浸透され、
重合された状態で含まれており、さらに前記高分子フィルムが延伸されてなる位相差フィ
ルム。
【請求項４】
　前記フィルムの面内方向における遅相軸方向の屈折率をｎｘ、フィルム面内方向におけ
る進相軸方向の屈折率をｎｙ、及びフィルムの厚み方向の屈折率をｎｚとしたとき、ｎｘ
＞ｎｙ＞ｎｚであることを特徴とする、請求項１乃至３のいずれかに記載の位相差フィル
ム。
【請求項５】
　前記フィルムの主屈折率の方向が、前記フィルムの面内方向及び厚み方向に対して、傾
斜していることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の位相差フィルム。
【請求項６】
　前記高分子フィルムは、面内リタデーション及び／又は厚み方向リタデーションを有す
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ることを特徴とする、請求項１乃至５のいずれかに記載の位相差フィルム。
【請求項７】
　前記屈折率異方性を有する材料が、液晶性を有する材料であることを特徴とする、請求
項１乃至６のいずれかに記載の位相差フィルム。
【請求項８】
　前記屈折率異方性を有する材料の分子構造が、棒状であることを特徴とする、請求項１
乃至７のいずれかに記載の位相差フィルム。
【請求項９】
　重合性官能基を有しない屈折率異方性を有する材料を含むことを特徴とする請求項１乃
至８のいずれかに記載の位相差フィルム。
【請求項１０】
　前記屈折率異方性を有する材料の前記高分子フィルムの厚み方向の濃度勾配が、前記高
分子フィルムの一方の表面側が高濃度であり、他方の表面側に向かって低濃度となる濃度
勾配であることを特徴とする、請求項１乃至９のいずれかに記載の位相差フィルム。
【請求項１１】
　前記位相差フィルムの純水に対する接触角が、一方の表面と他方の表面とで異なること
を特徴とする、請求項１０に記載の位相差フィルム。
【請求項１２】
　前記屈折率異方性を有する材料の前記高分子フィルムの厚み方向の濃度勾配が、前記高
分子フィルムの両表面側が高濃度であり、中央部に向かって低濃度となる濃度勾配である
ことを特徴とする、請求項１乃至９のいずれかに記載の位相差フィルム。
【請求項１３】
　前記屈折率異方性を有する材料の前記高分子フィルムの厚み方向の濃度勾配が連続的に
変化することを特徴とする、請求項１乃至１２のいずれかに記載の位相差フィルム。
【請求項１４】
　前記屈折率異方性を有する材料の濃度勾配が緩やかな領域と、前記屈折率異方性を有す
る材料の濃度勾配が急な領域を有することを特徴とする請求項１乃至１３のいずれかに記
載の位相差フィルム。
【請求項１５】
　前記屈折率異方性を有する材料が含有されてない領域を有することを特徴とする請求項
１乃至１４のいずれかに記載の位相差フィルム。
【請求項１６】
　前記フィルムの面内方向における遅相軸方向の屈折率をｎｘ、フィルム面内方向におけ
る進相軸方向の屈折率をｎｙ、及びフィルムの厚み方向の屈折率をｎｚ、並びに厚みをｄ
とし、Ｒｔｈ［ｎｍ］＝{（ｎｘ＋ｎｙ）／２－ｎｚ}×ｄで表されるＲｔｈを厚み方向リ
タデーション、Ｒｅ［ｎｍ］＝（ｎｘ－ｎｙ）×ｄで表されるＲｅを面内方向リタデーシ
ョンとした時に、前記厚み方向リタデーションが１００～３００ｎｍであり、前記面内方
向リタデーションが１０～１５０ｎｍであることを特徴とする請求項１乃至１５のいずれ
かに記載の位相差フィルム。
【請求項１７】
　前記面内方向リタデーションが１０～１５０ｎｍにおいて、ＪＩＳ－Ｋ７１０５に準拠
して測定した際のヘイズ値が１％以下であることを特徴とする請求項１乃至１６のいずれ
かに記載の位相差フィルム。
【請求項１８】
　前記位相差フィルムの可視光領域におけるリタデーション値が、短波長側の方が長波長
側よりも大きいことを特徴とする請求項１乃至１７のいずれかに記載の位相差フィルム。
【請求項１９】
　前記位相差フィルムの可視光領域におけるリタデーション値が、長波長側の方が短波長
側よりも大きいことを特徴とする請求項１乃至１７のいずれかに記載の位相差フィルム。
【請求項２０】
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　請求項１乃至２１のいずれかに記載の単層の位相差フィルム２枚以上を、互いに貼り合
わせてなることを特徴とする位相差フィルム。
【請求項２１】
　請求項１乃至２０のいずれかに記載の位相差フィルムを、位相差フィルム以外の光学機
能層と直接貼り合わせてなることを特徴とする光学機能フィルム。
【請求項２２】
　請求項１乃至２０のいずれかに記載の位相差フィルムを、偏光層と直接貼り合わせてな
ることを特徴とする偏光フィルム。
【請求項２３】
　請求項１乃至２０のいずれかに記載の位相差フィルム、請求項２１に記載の光学機能フ
ィルム、又は、請求項２２に記載の偏光フィルムのいずれかを、光路に配置したことを特
徴とする表示装置。
【請求項２４】
　高分子フィルムと、前記高分子フィルム中に、屈折率異方性を有する材料が含有されて
なる位相差強化領域と、を有する位相差フィルムの製造方法であって、
　高分子フィルムの少なくとも一方の表面に、屈折率異方性を有する材料が溶媒に溶解も
しくは分散されてなる位相差強化領域形成用塗工液を塗布する塗布工程と、前記塗布工程
により塗布された前記位相差強化領域形成用塗工液中の前記屈折率異方性を有する材料を
前記高分子フィルムに浸透させる浸透工程と、前記塗布工程により塗布された前記位相差
強化領域形成用塗工液中の前記溶媒を乾燥させる乾燥工程と、高分子フィルムを延伸する
延伸工程とを有することを特徴とする位相差フィルムの製造方法。
【請求項２５】
　前記浸透工程が、前記乾燥工程中に行われることを特徴とする請求項２４に記載の位相
差フィルムの製造方法。
【請求項２６】
　前記屈折率異方性を有する材料として重合性官能基を有するものを用い、かつ、前記乾
燥工程の後に、前記高分子フィルム内に浸透した前記屈折率異方性材料を重合させて固定
化する固定化工程を有することを特徴とする請求項２４又は２５に記載の位相差フィルム
の製造方法。
【請求項２７】
　前記固定化工程の後に、前記高分子フィルムを延伸する延伸工程を有することを特徴と
する請求項２６に記載の位相差フィルムの製造方法。
【請求項２８】
　前記乾燥工程の後に、前記高分子フィルムを延伸する延伸工程を有することを特徴とす
る請求項２４又は２５に記載の位相差フィルムの製造方法。
【請求項２９】
　前記屈折率異方性を有する材料として重合性官能基を有するものを用い、かつ、前記延
伸工程の後に、前記高分子フィルム内に浸透した前記屈折率異方性材料を重合させて固定
化する固定化工程を有することを特徴とする請求項２８に記載の位相差フィルムの製造方
法。
【請求項３０】
　前記高分子フィルムを延伸する延伸工程の後に、前記位相差強化領域形成用塗工液を塗
布する塗布工程を有することを特徴とする請求項２４乃至２６に記載の位相差フィルムの
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置等の表示装置に組み込まれて用いられる位相差フィルムおよび
その製造方法、光学機能フィルム、偏光フィルム、並びに表示装置に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来の一般的な液晶表示装置としては、図２２に示すように、入射側の偏光板１０２Ａ
と、出射側の偏光板１０２Ｂと、液晶セル１０４とを有するものを挙げることができる。
偏光板１０２Ａおよび１０２Ｂは、所定の振動方向の振動面を有する直線偏光（図中、矢
印で模式的に図示）のみを選択的に透過させるように構成されたものであり、それぞれの
振動方向が相互に直角の関係になるようにクロスニコル状態で対向して配置されている。
また、液晶セル１０４は画素に対応する多数のセルを含むものであり、偏光板１０２Ａと
１０２Ｂとの間に配置されている。
【０００３】
　ここで、このような液晶表示装置１００において、液晶セル１０４が、負の誘電異方性
を有するネマチック液晶が封止されたＶＡ（Vertical Alignment）方式（図中、液晶のダ
イレクターを点線で模式的に図示）を採用している場合を例に挙げると、入射側の偏光板
１０２Ａを透過した直線偏光は、液晶セル１０４のうち非駆動状態のセルの部分を透過す
る際に、位相シフトされずに透過し、出射側の偏光板１０２Ｂで遮断される。これに対し
、液晶セル１０４のうち駆動状態のセルの部分を透過する際には、直線偏光が位相シフト
され、この位相シフト量に応じた量の光が出射側の偏光板１０２Ｂを透過して出射される
。これにより、液晶セル１０４の駆動電圧を各セル毎に適宜制御することにより、出射側
の偏光板１０２Ｂ側に所望の画像を表示することができる。なお、液晶表示装置１００と
しては、上述したような光の透過および遮断の態様をとるものに限らず、液晶セル１０４
のうち非駆動状態のセルの部分から出射された光が出射側の偏光板１０２Ｂを透過して出
射される一方で、駆動状態のセルの部分から出射された光が出射側の偏光板１０２Ｂで遮
断されるように構成された液晶表示装置も考案されている。
【０００４】
　ところで、上述したようなＶＡ方式の液晶セル１０４のうち非駆動状態のセルの部分を
直線偏光が透過する場合を考えると、液晶セル１０４は複屈折性を有しており、厚さ方向
の屈折率と面方向の屈折率とが異なるので、入射側の偏光板１０２Ａを透過した直線偏光
のうち液晶セル１０４の法線に沿って入射した光は位相シフトされずに透過するものの、
入射側の偏光板１０２Ａを透過した直線偏光のうち液晶セル１０４の法線から傾斜した方
向に入射した光は液晶セル１０４を透過する際に位相差が生じて楕円偏光となる。この現
象は、液晶セル１０４内で垂直方向に配向した液晶分子が、正のＣプレートとして作用す
ることに起因したものである。なお、液晶セル１０４を透過する光（透過光）に対して生
じる位相差の大きさは、液晶セル１０４内に封入された液晶分子の複屈折値や、液晶セル
１０４の厚さ、透過光の波長等にも影響される。
【０００５】
　以上の現象により、液晶セル１０４内のあるセルが非駆動状態であり、本来的には直線
偏光がそのまま透過され、出射側の偏光板１０２Ｂで遮断されるべき場合であっても、液
晶セル１０４の法線から傾斜した方向に出射された光の一部が出射側の偏光板１０２Ｂか
ら洩れてしまうことになる。
【０００６】
　このため、上述したような従来の液晶表示装置１００においては、正面から観察される
画像に比べて、液晶セル１０４の法線から傾斜した方向から観察される画像の表示品位が
主にコントラストが低下することが原因で悪化するという問題（視角依存性の問題）があ
った。
【０００７】
　上述したような従来の液晶表示装置１００における視角依存性の問題を改善するため、
現在までに様々な技術が開発されており、その一つとして、例えば特許文献１または特許
文献２に開示されているように、コレステリック規則性の分子構造を有する位相差層（複
屈折性を示す位相差層）を用い、このような位相差層を液晶セルと偏光板との間に配置す
ることにより光学補償を行うようにした液晶表示装置が知られている。
【０００８】



(5) JP 4191724 B2 2008.12.3

10

20

30

40

50

　ここで、コレステリック規則性の分子構造を有する位相差光学素子では、λ＝ｎａｖ・
ｐ（ｐ：液晶分子の螺旋構造における螺旋（ヘリカル）ピッチ、ｎａｖ：螺旋軸に直交す
る平面内での平均屈折率）で表される選択反射波長が、例えば特許文献１または特許文献
２に開示されているように、透過光の波長よりも小さくなる、または大きくなるように調
整している。
　一方、例えば特許文献３に開示されているように、円盤状化合物からなる位相差層（複
屈折性を示す位相差層）を用い、このような位相差層を液晶セルと偏光板との間に配置す
ることにより光学補償を行うようにした液晶表示装置も知られている。
【０００９】
　上述したような位相差光学素子においては、上述した液晶セルの場合と同様に、位相差
層の法線から傾斜した方向に入射する直線偏光は、位相差層を透過する際に位相差が生じ
て楕円偏光となる。この現象は、コレステリック規則性の分子配列や円盤状化合物自体が
負のＣプレートとして作用することに起因したものである。なお、位相差層を透過する光
（透過光）に対して生じる位相差の大きさは、位相差層内の液晶分子の複屈折値や、位相
差層の厚さ、透過光の波長等にも影響される。
【００１０】
　したがって、上述したような位相差層を用いれば、正のＣプレートとして作用するＶＡ
方式の液晶セルで生じる位相差と、負のＣプレートとして作用する位相差層で生じる位相
差とが相殺するように、位相差層を適宜設計することにより、液晶表示装置の視角依存性
の問題を大幅に改善することが可能である。
【００１１】
　なお、この場合、上記正のＣプレートと上記負のＣプレートの厚み方向のリタデーショ
ン値の和が正になるように、すなわち、上記負のＣプレートの厚み方向のリタデーション
値の絶対値を上記正のＣプレートの厚み方向のリタデーション値の絶対値より小さくすれ
ば、上記残留した正のＣプレート成分と別に用意したＡプレートとで偏光板の視角依存性
を改善することが出来る。正のＣプレートとＡプレートとで偏光板の視角依存性を改善す
ることが出来ることは、例えば、非特許文献１や非特許文献２に開示されている。
　しかしながら、上述したような位相差層には、位相差層と基材（例えば偏光層の保護フ
ィルムであるＴＡＣ（セルローストリアセテートフィルム））との間の密着性に問題があ
った。
【００１２】
　この問題を解決するために、例えば特許文献４で開示されている様に、液晶と配向膜を
熱処理して密着性を向上させることが提案されている。しかし、この方法は、基材がガラ
ス基板ではなく、耐湿熱性の低い基材（例えばＴＡＣ）の場合は、水分の影響で基材が伸
び縮みし、その影響で液晶層が剥離することがあり、水分の影響を受けやすい基材に対し
ては充分な方法とは言い難かった。
【００１３】
　上述した密着性問題が元々存在しない方法として、例えば特許文献５や特許文献６で開
示されている様に、セルロースアセテートフィルムを製造する際に、セルロースアセテー
ト溶液の中にリタデーション上昇剤を混合した上でセルロースアセテートフィルムを成膜
する方法の適用も考えられる。しかし、このような方法では、セルロースアセテートフィ
ルム成膜時にリタデーション上昇剤を混入させる必要があるので、必然的に一つのロット
の数量は大きくなってしまい、少ない数量に対して任意のリタデーションを容易に得るこ
とが困難であるといった問題があった。又、リタデーション上昇剤は通常疎水性であるた
め、これを全体に混合することにより、セルロースアセテートフィルムの表裏両面が疎水
性となり、当該位相差層をポリビニルアルコール等の親水性樹脂から成る偏光板と積層す
る際の接着性が低下するという問題もあった。更に、リタデーション上昇剤を混合できる
量は実質的に限界があり、その結果、得られるリタデーション値にも限界があった。
【００１４】
　一方、補償層としてＣプレートとＡプレートを組み合わせて用いるのではなく、Ｃプレ
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ート及びＡプレートとして機能する２軸性プレートを使用することが、例えば非特許文献
１、非特許文献２、特許文献７で開示されている。しかしながら、開示されているもので
は、厚み方向リタデーションと面内リタデーションの得られる値に限界があるという問題
と、厚み方向リタデーションと面内リタデーションの値を別々に所望に制御することが困
難であるという問題があった。
【００１５】
【特許文献１】特開平３－６７２１９号公報
【特許文献２】特開平４－３２２２２３号公報
【特許文献３】特開平１０－３１２１６６号公報
【特許文献４】特開２００３－２０７６４４号公報
【特許文献５】特開２０００－１１１９１４号公報
【特許文献６】特開２００１－２４９２２３号公報
【特許文献７】特開２０００－１３１６９３号公報
【非特許文献１】J. Chen et al., SID98 Digest, p315 (1998)
【非特許文献２】T. Ishinabe et al., SID00 Digest, p1094 (2000)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明はこのような問題点を考慮してなされたものであり、上述したように位相差層を
形成した場合に生じる基材からの位相差層の剥離等の問題がなくて信頼性が高く、得られ
る厚み方向及び面内方向リタデーション値の範囲を拡大可能で、少ない数量であっても容
易に任意の厚み方向及び面内方向リタデーション値を得ることができ、又偏光層等の親水
性フィルムとの接着性も良好にできる屈折率異方性を有する位相差フィルム、中でも特に
２軸性の位相差フィルム、およびその製造方法、この位相差層を用いた光学機能フィルム
、偏光フィルム並びに表示装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、上記目的を達成するために、第一のアスペクトとして、高分子フィルム内に
重合性官能基を有し、かつ、屈折率異方性を有する材料（以下、屈折率異方性材料とする
場合がある。）が含有されてなり、前記屈折率異方性を有する材料が前記高分子フィルム
の厚み方向に濃度勾配を有している、二軸性の位相差フィルムを提供することにより上記
課題を解決するようにした。
【００１９】
　また本発明は、上記目的を達成するために、第三のアスペクトとして、高分子フィルム
内に重合性官能基を有し、かつ屈折率異方性を有する材料が含有され、前記屈折率異方性
を有する材料が前記高分子フィルムの厚み方向に濃度勾配を有しており、前記高分子フィ
ルムが延伸されてなる位相差フィルムを提供することにより上記課題を解決するようにし
た。
【００２１】
　本発明において、例えば屈折率異方性材料が溶媒に溶解した塗工液を高分子フィルム表
面に塗布し、高分子フィルムを膨潤させて屈折率異方性材料を浸透させることにより容易
に高分子フィルム表面近傍に屈折率異方性材料を充填することが可能となり、これにより
上記高分子フィルムの厚み方向に屈折率異方性材料の濃度勾配を有する位相差フィルムを
得ることができ、更に、例えば当該位相差フィルムを延伸するか、予め延伸された高分子
フィルム表面に屈折率異方性材料が溶媒に溶解した塗工液を塗布することにより、二軸性
の位相差フィルムを得ることができる。
【００２２】
　本発明においては、上記塗工液の量や濃度を変更することにより、位相差フィルムとし
ての主として厚み方向、更に面内方向のリタデーション値を容易に変更することが可能で
ある。更に、上記延伸の方向や延伸倍率等により、位相差フィルムとしての主として面内
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方向、更に厚み方向のリタデーション値を容易に変更することが可能である。したがって
、得られる厚み方向及び面内方向リタデーション値の範囲を拡大可能であり、厚み方向リ
タデーションと面内リタデーションの値を別々に所望に制御することが容易であり、さら
に、任意の厚み方向及び面内方向のリタデーション値を有する位相差フィルムを小ロット
で容易に得ることができるといった利点を有する。また、本発明においては、従来のよう
に基材上に、これとは別層である位相差層を接着して積層形成されてなる位相差フィルム
ではないので、基材からの位相差層の剥離といった問題が生じないため、耐熱性や耐水性
（使用環境下での寒熱繰り返し、或いは水との接触の際の界面剥離への耐久性）等の信頼
性や耐アルカリ性（耐鹸化処理性）やリワーク性（繰り返しの使用性）が高くなるという
利点を有する。
【００２３】
　本発明においては、上記高分子フィルムが延伸されてなることが好ましい。上記高分子
フィルムの厚み方向に屈折率異方性材料の濃度勾配を有する位相差フィルムを延伸するか
、予め延伸された高分子フィルム表面に屈折率異方性材料が溶媒に溶解した塗工液を塗布
することにより、二軸性の位相差フィルムを容易に得ることができるからである。
【００２４】
　また、本発明においては、フィルムの面内方向における遅相軸方向の屈折率をｎｘ、フ
ィルム面内における進相軸方向の屈折率をｎｙ、及びフィルムの厚み方向の屈折率をｎｚ
としたとき、ｎｘ＞ｎｙ＞ｎｚであることが好ましい。このような二軸性を有する場合に
は、Ａプレートと負のＣプレートの光学特性を併せ持つような特性を有する位相差フィル
ムを得ることができるからである。この場合、補償層としてＡプレートと負のＣプレート
の２つをそれぞれ用意する必要がない。
【００２５】
　また、本発明において、上記位相差フィルムは、前記フィルムの主屈折率の方向が、前
記フィルムの面内方向及び厚み方向に対して、傾斜していても良い。このような場合には
、より多様な用途、設計要求に対応して視野角改善効果を向上することができ、設計の自
由度も広がる。
【００２６】
　本発明においては、上記高分子フィルムは、面内リタデーション及び／又は厚み方向リ
タデーションを有することが好ましい。このような高分子フィルムを用いることにより、
充填する屈折率異方性材料が、上記高分子フィルムの有する屈折率の規則性を強化するこ
とが可能となり、種々の特性を有する位相差フィルムを得ることができるからである。
【００２７】
　また、本発明においては、上記屈折率異方性材料が、液晶性を有する材料であることが
好ましい。液晶性を有する材料であれば、高分子フィルム内に充填された際、液晶構造を
採る場合があり、効果的に高分子フィルムに対して効果を発揮することができるからであ
る。
【００２８】
　また、本発明においては、上記屈折率異方性材料の分子構造が、棒状であることが好ま
しい。棒状の分子構造を有する屈折率異方性材料を用いることにより、上記高分子フィル
ムの有する屈折率の規則性を強化することができるからである。
【００３０】
　更に、本発明においては、重合性官能基を有しない屈折率異方性を有する材料を含むこ
とが好ましい。重合性官能基を有するものと重合性官能基を有しないものとを含む場合は
、重合性官能基を有しないものによって位相差機能をより強化し、且つ重合性官能基を有
するものによってフィルムの信頼性を向上することが可能となるからである。
【００３１】
　本発明においては、上記屈折率異方性を有する材料の前記高分子フィルムの厚み方向の
濃度勾配が、上記高分子フィルムの一方の表面側が高濃度であり、他方の表面側に向かっ
て低濃度となる濃度勾配であることが好ましい。このような構成とすることにより、低濃
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度側の表面側については屈折率異方性を有する材料の含有乃至浸透により高分子フィルム
固有の性質に影響を与えることがないか、少ないため、例えばこの位相差フィルムに偏光
層を直接貼り付けて偏光フィルムとする場合に、この低濃度側、具体的には屈折率異方性
材料が充填されていない側の表面に偏光層を貼着させることにより、接着性が阻害される
ことなく、偏光フィルムを得ることができるからである。
【００３２】
　また、本発明においては、前記位相差フィルムの純水に対する接触角が、一方の表面と
他方の表面とで異なることが好ましい。このような構成とすることにより、例えばこの位
相差フィルムにＰＶＡを基材とするような親水性樹脂系の偏光層を直接貼り付けて偏光フ
ィルムとする場合に、より低い接触角を有する表面に偏光層を接着させると、特に水系接
着剤を使用しても接着性を阻害されることがなく、偏光フィルムを得ることができるから
である。
【００３３】
　本発明においては、上記屈折率異方性材料の前記高分子フィルムの厚み方向の濃度勾配
が、上記高分子フィルムの両表面側が高濃度であり、中央部に向かって低濃度となる濃度
勾配であってもよい。このような構成とすることにより、例えば一方の表面側にのみ屈折
率異方性材料を充填した場合では、リタデーション値が不足するような場合でも、高分子
フィルムの両表面側が高濃度とする、すなわち両表面側に屈折率異方性材料を充填するこ
とにより十分なリタデーション値とすることが可能となるからである。
【００３４】
　本発明においては、上記屈折率異方性を有する材料の前記高分子フィルムの厚み方向の
濃度勾配が連続的に変化することが好ましい。このような場合には、層内の特定の界面へ
の応力の集中がなくなるため、剥離強度が強くなり、耐熱性や耐水性などの信頼性や耐ア
ルカリ性やリワーク性が高くなるからである。
【００３５】
　また、本発明においては、上記屈折率異方性を有する材料の濃度勾配が緩やかな領域と
、上記屈折率異方性を有する材料の濃度勾配が急な領域を有することが好ましい。このよ
うな場合には、位相差の強化、及び剥離強度や耐熱性、耐水性の強化により、所望の位相
差を有しながら信頼性が高くなるからである。高濃度で且つ緩やかな濃度勾配領域におい
て充分な量の屈折率異方性を有する材料を集中させて、ここで充分なリタデーション値を
確保し、更に急な濃度勾配領域において高濃度領域から低濃度領域までの間の濃度を連続
的に接続し、層内特定界面への応力集中を防ぐことができる。
【００３６】
　また、本発明においては、上記屈折率異方性を有する材料が含有されていない領域を有
することが好ましい。屈折率異方性材料が含有されていない領域は、高分子フィルムの有
する性質がそのまま残存していることから、例えば高分子フィルム自体の良好な接着性を
利用可能だからである。更に、屈折率異方性材料を含有させた位相差強化領域は強度が低
下する場合があるが、上述のような屈折率異方性材料が含有されていない領域を有するこ
とにより、位相差フィルムとしての強度を維持することができる等のメリットがある。
【００３７】
　本発明においては、上記位相差フィルムが、上記フィルムの面内方向における遅相軸方
向の屈折率をｎｘ、フィルム面内方向における進相軸方向の屈折率をｎｙ、及びフィルム
の厚み方向の屈折率をｎｚ、並びに厚みをｄとし、Ｒｔｈ［ｎｍ］＝{（ｎｘ＋ｎｙ）／
２－ｎｚ}×ｄで表されるＲｔｈを厚み方向リタデーション、Ｒｅ［ｎｍ］＝（ｎｘ－ｎ
ｙ）×ｄで表されるＲｅを面内方向リタデーションとした時に、厚み方向リタデーション
が１００～３００ｎｍであり、面内方向リタデーションが１０～１５０ｎｍであることが
好ましい。本発明においては、実質的に得られる厚み方向及び面内方向リタデーション値
の範囲を拡大可能であり、このような場合には、視野角改善効果を向上することができる
からである。
【００３８】
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　また、本発明においては、上記位相差フィルムが、面内方向リタデーションが１０～１
５０ｎｍにおいて、ＪＩＳ－Ｋ７１０５に準拠して測定した際のヘイズ値が１％以下であ
ることが好ましい。このような場合には、偏光状態が乱れること無く、視野角改善効果を
向上することができるからである。
【００３９】
　本発明においては、上記位相差フィルムの可視光領域におけるリタデーション値が、短
波長側の方が長波長側よりも大きいことが好ましい。一般に、液晶表示装置の液晶層に用
いられる液晶材料の可視光域におけるリタデーション値は、短波長側の方が長波長側より
も大きい。したがって、本発明の位相差フィルムを例えば光学補償板として用いた場合、
可視光域における全ての波長において補償を行うことができるといった利点を有するから
である。
【００４０】
　一方、本発明においては、上記位相差フィルムの可視光領域におけるリタデーション値
が、長波長側の方が短波長側よりも大きくても良い。この場合には、本発明の位相差フィ
ルムを例えば偏光フィルムと貼り合わせて偏光板として用いた場合、光漏れ補償に優れる
といった利点を有する点から好ましい。
【００４２】
　また本発明においては、単層の上記位相差フィルム２枚以上を、互いに貼り合わせてな
ることを特徴とする位相差フィルムを提供する。このようにすることにより、１枚のみで
は実現できない大きさのリタデーション値（光学異方性値）を実現したり、１枚のみでは
実現できない複雑な光学異方性を実現したりすることが可能となるからである。
【００４３】
　本発明はまた、上述した位相差フィルムを、位相差フィルム以外の光学機能層と直接貼
り合わせてなることを特徴とする光学機能フィルムを提供する。本発明の光学機能フィル
ムは、例えば光学補償などの本発明の位相差フィルムが有する機能と、例えば反射防止な
どの他の機能について、一つで併せ持つため、それぞれの機能を有するフィルムを別個に
設ける必要が無いといった利点を有する。
【００４４】
　本発明はまた、上述した位相差フィルムを、偏光層と直接貼り合わせてなることを特徴
とする偏光フィルムを提供する。通常、偏光フィルムは偏光層の両表面に保護フィルムが
貼着されて用いられているが、本発明によれば、その一方の保護フィルムを上述した位相
差フィルムとすることができるので、例えば表示装置に対して別途光学補償板が必要であ
る場合等においては、本発明の偏光フィルムを用いることにより他に光学補償板を設ける
必要が無いといった利点を有する。
【００４５】
　更に、本発明は、上述した本発明に係る位相差フィルム、光学機能フィルム、又は偏光
フィルムのいずれかを、光路に配置したことを特徴とする表示装置を提供する。剥離等の
問題がなく、適切なリタデーションを有する位相差フィルムが配置されていることにより
、信頼性が高く、表示品位に優れた表示装置を得ることができる。また、本発明に係る光
学機能フィルムが配置されていることにより、光学機能層と位相差層のそれぞれを設ける
必要が無く、表示品位に優れた表示装置を得ることができる。更に、本発明に係る偏光フ
ィルムが配置されていることにより、他に光学補償板を設ける必要が無く、信頼性が高い
表示品位に優れた表示装置を得ることができる。
【００４６】
　さらに、本発明は、高分子フィルムと、前記高分子フィルム中に、屈折率異方性を有す
る材料が含有されてなる位相差強化領域と、を有する位相差フィルムの製造方法であって
、高分子フィルムの少なくとも一方の表面に、屈折率異方性を有する材料が溶媒に溶解も
しくは分散されてなる位相差強化領域形成用塗工液を塗布する塗布工程と、前記塗布工程
により塗布された前記位相差強化領域形成用塗工液中の前記屈折率異方性を有する材料を
前記高分子フィルムに浸透させる浸透工程と、前記塗布工程により塗布された前記位相差
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強化領域形成用塗工液中の前記溶媒を乾燥させる乾燥工程と、高分子フィルムを延伸する
延伸工程とを有することを特徴とする位相差フィルムの製造方法を提供する。本発明によ
れば、上記位相差強化領域形成用塗工液を塗布することにより、容易に位相差フィルムを
形成することが可能であり、かつ上記位相差強化領域形成用塗工液の塗布量等を変更する
ことのみで、得られる位相差フィルムの主として厚み方向、更に面内方向のリタデーショ
ン値を変更することが可能となる。更に、延伸工程において延伸の方向や延伸倍率等を変
更することにより、得られる位相差フィルムの主として面内方向、更に厚み方向のリタデ
ーション値を容易に変更することが可能である。したがって、得られる厚み方向及び面内
方向リタデーション値の範囲を拡大可能であり、さらに、任意の厚み方向及び面内方向の
リタデーション値を有する位相差フィルムを小ロットで容易に得ることができるといった
利点を有する。
【００４７】
　上記本発明においては、上記浸透工程が、上記乾燥工程中で行われるものであってもよ
い。乾燥温度等を調整することにより、乾燥中に屈折率異方性材料を高分子フィルム内に
浸透させることが可能な場合もあるからである。又、乾燥条件の制御により、屈折率異方
性材料の浸透の程度、更には屈折率異方性（リタデーション値）を制御可能な場合もある
からである。
【００４８】
　さらに、本発明においては、上記屈折率異方性を有する材料として重合性官能基を有す
るものを用い、かつ、上記乾燥工程の後に、上記高分子フィルム内に浸透した上記屈折率
異方性材料を重合させて固定化する固定化工程を有することが好ましい。固定化すること
により、製造後に屈折率異方性材料が表面から染み出すことを防止することが可能となり
、位相差フィルムの安定性を向上させることができるからである。
【００４９】
　本発明においては、上記固定化工程の後に、前記高分子フィルムを延伸する延伸工程を
有しても良い。この場合には、高分子フィルム内の屈折率異方性材料が固定化され安定性
が高いフィルムを延伸することから、延伸条件のバラツキによる屈折率異方性の発現の程
度のバラツキを少なくして、屈折率異方性を安定化させやすいというメリットを有する。
【００５０】
　また、本発明においては、上記乾燥工程の後に、前記高分子フィルムを延伸する延伸工
程を有しても良い。屈折率異方性材料を高分子フィルム内に浸透させて乾燥後に当該高分
子フィルムを延伸することにより、フィルムの主として面内方向、更に厚み方向のリタデ
ーションを所望の方向及び所望量変化させることができるからである。
【００５１】
　本発明においては、上記屈折率異方性を有する材料として重合性官能基を有するものを
用い、かつ、上記乾燥工程の後に、上記高分子フィルムを延伸する延伸工程を有し、さら
に当該延伸工程の後に、前記高分子フィルム内に浸透した上記屈折率異方性材料を重合さ
せて固定化する固定化工程を有しても良い。このように上記屈折率異方性材料を固定化す
る前に延伸する場合には、延伸工程において位相差フィルムのリタデーション値の変化を
大きくすることが可能である。
【００５２】
　また、本発明においては、上記高分子フィルムを延伸する延伸工程の後に、前記位相差
強化領域形成用塗工液を塗布する塗布工程を有しても良い。このような場合にも、面内方
向及び厚み方向の両方のリタデーション値を強化することが可能であり、延伸後に屈折率
異方性材料を塗布、浸透させることにより、塗布後に延伸したものよりも、後に行われる
高温高湿試験において延伸戻りが少なくなるというメリットを有する。
【発明の効果】
【００５３】
　本発明の位相差フィルムは、位相差層を形成した場合に生じる基材からの位相差層の剥
離等の問題がなくて耐熱性や耐水性などの信頼性や耐アルカリ性、リワーク性などが高く
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、従来の二軸性位相差フィルムに比べて達成できる厚み方向及び面内方向リタデーション
値の範囲を拡大可能で、厚み方向リタデーションと面内リタデーションの値を別々に所望
に制御することが容易であり、少ない数量であっても容易に任意の厚み方向及び面内方向
リタデーション値を得ることができるといった効果を奏するものである。更に、偏光層等
の親水性フィルムとの接着性も良好にすることが可能で、且つ耐アルカリ性にも優れるた
め、偏光層と直接貼り合わせるのに好適な位相差フィルムである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５４】
　本発明は、位相差フィルム、それを用いた光学機能フィルム、偏光フィルム、及び表示
装置、さらには位相差フィルムの製造方法を含むものである。以下、それぞれについて詳
述する。
【００５５】
　Ａ．位相差フィルム
　まず、本発明の位相差フィルムについて説明する。
　本発明の第一のアスペクトにおける位相差フィルムは、高分子フィルム内に屈折率異方
性材料が含有されてなる位相差フィルムであって、上記屈折率異方性材料が、上記高分子
フィルムの厚み方向に濃度勾配を有している、二軸性の位相差フィルムであることを特徴
とするものである。
　本発明の第二のアスペクトにおける位相差フィルムは、高分子フィルム内に屈折率異方
性を有する材料が浸透されてなる、二軸性の位相差フィルムであることを特徴とするもの
である。
【００５６】
　また本発明の第三のアスペクトにおける位相差フィルムは、高分子フィルム内に屈折率
異方性を有する材料が含有され、前記屈折率異方性を有する材料が前記高分子フィルムの
厚み方向に濃度勾配を有しており、前記高分子フィルムが延伸されてなる位相差フィルム
であることを特徴とするものである。
　また本発明の第四のアスペクトにおける位相差フィルムは、高分子フィルム内に屈折率
異方性を有する材料が浸透されており、前記高分子フィルムが延伸されてなる位相差フィ
ルムであることを特徴とするものである。
【００５７】
　図１は、本発明の位相差フィルムの一例を示す断面図である。図１に示す例では、高分
子フィルム１の一方の表面側に、屈折率異方性材料を含有する位相差強化領域２が形成さ
れている。この場合の屈折率異方性材料の濃度勾配は、位相差強化領域２が形成された表
面３側の濃度は高く、形成されていない表面４側において屈折率異方性材料は含有されて
いない。本発明における濃度勾配とは、厚み方向の任意の２点において濃度が異なるもの
であれば、このようにある一部の領域において屈折率異方性材料が存在し、他の領域にお
いて屈折率異方性材料が存在しない場合をも含むものである。
【００５８】
　本発明の位相差フィルムは、好ましくは二軸性を有し、且つ、上記のように位相差フィ
ルム内に屈折率異方性材料が存在する位相差強化領域が形成されていて、当該位相差強化
領域が位相差層としての働きを強化することから、複屈折性に基づく種々の光学的な機能
を奏することが可能となる。例えば、後述するように、負のＣプレートとして機能するＴ
ＡＣ（セルローストリアセテート）を高分子フィルムとして用い、分子構造が棒状の液晶
材料を屈折率異方性材料として用いて、いずれかの時点でフィルムの面内方向に延伸した
場合は、フィルムは更にＡプレートとしての機能を発現するので、上記位相差強化領域は
負のＣプレート及びＡプレートとしての働きを強化する。従って、本発明の位相差フィル
ムは、１枚のフィルムでもって負のＣプレート及びＡプレートとしての機能をより強化し
たものになる。
【００５９】
　本発明の位相差フィルムは、「Ｂ．位相差フィルムの製造方法」の欄で詳述するように
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、例えば、上記屈折率異方性材料が溶解もしくは分散した位相差強化領域形成用塗工液を
塗布し、高分子フィルムの表面から屈折率異方性材料を浸透させて高分子フィルム内に充
填、及びいずれかの時点で延伸することのみで、容易に位相差強化領域を形成することが
できる。このため、上記塗工液の量や濃度を変更することにより、位相差フィルムとして
の主として厚み方向、更に面内方向のリタデーション値を容易に変更することが可能であ
り、更に、上記延伸の方向や延伸倍率等により、位相差フィルムとしての主として面内方
向、更に厚み方向のリタデーション値を容易に変更することが可能である。したがって、
従来得られなかった範囲の厚み方向及び面内方向リタデーション値を実現可能であり、小
ロットで多くの種類のリタデーション値を有する補償板が必要である等の場合でも、容易
にかつ低コストで位相差フィルムを得ることができるといった利点を有する。
【００６０】
　また、上述したように、本発明の位相差フィルムは、基材上にこれとは別層である位相
差層を接着して積層形成された従来のものとは異なり、位相差フィルム内に屈折率異方性
材料が充填された位相差強化領域と充填されていない基材領域とが形成されてなるもので
あることから、従来問題であった位相差層の剥離といった問題が無く、耐熱性や耐水性（
使用環境下での寒熱繰り返し、或いは水との接触の際の界面剥離への耐久性）等の信頼性
が高くなり、安定的に用いることが可能である。更に、耐アルカリ性が高くなるため例え
ば偏光層と貼り合わせる際の鹸化処理に対して耐性がある。また、リワーク性（繰り返し
の使用性）に優れるため、プロセス上、歩留まりが良く有利である。
　以下、このような本発明の位相差フィルムについて、各構成毎に詳細に説明する。
【００６１】
　１．高分子フィルム
　本発明に用いられる高分子フィルムは、特に限定されるものではないが、通常は可視光
域の光を透過する樹脂から形成されるものが好適に用いられる。ここで、可視光域の光を
透過するとは、可視光域３８０～７８０ｎｍにおける平均光透過率が５０％以上、好まし
くは７０％以上、より好ましくは８５％以上である場合である。なお、光透過率の測定は
、紫外可視分光光度計（例えば、（株）島津製作所製　ＵＶ－３１００ＰＣ）を用い、室
温、大気中で測定した値を用いる。
【００６２】
　本発明に用いられる高分子フィルムとしては、屈折率に規則性を有するものであること
が好ましい。すなわち、本発明に用いられる高分子フィルムとしては、面内リタデーショ
ン及び／又は厚み方向リタデーションを有するものであることが好ましい。本発明におけ
る位相差フィルムが、より大きなリタデーション値を得て光学補償板等の光学機能性フィ
ルムとしての機能を発揮するのは、明確ではないが以下の理由によるものと推測される。
すなわち、屈折率異方性材料を高分子フィルムに充填した際に、充填された屈折率異方性
材料が、高分子フィルムが本来有する複屈折性等の屈折率の規則性をより強化し、これに
より、種々の特性を有する位相差フィルムを得ることができると推測される。したがって
、本発明に用いられる高分子フィルムは、何らかの屈折率の規則性を有するものが好適に
用いられるのである。なお、高分子フィルムの屈折率の規則性は、屈折率異方性材料を高
分子フィルムに充填する前から予め有していても良いし、充填後に延伸するなどにより有
しても良い。
【００６３】
　本発明における屈折率の規則性とは、例えば（１）高分子フィルムが負のＣプレートと
して作用すること、（２）延伸した高分子フィルムが負のＣプレート、正のＣプレート、
Ａプレート、又は２軸性プレートの特性を有すること等を挙げることができる。
【００６４】
　また、本発明においては、後述する「Ｃ．位相差フィルムの製造方法」の欄で詳述する
ように、上記屈折率異方性材料が溶媒に溶解もしくは分散された位相差強化領域形成用塗
工液を高分子フィルムの表面に塗布し、溶媒により膨潤させることにより上記屈折率異方
性材料を高分子フィルム内に浸透させ、高分子フィルム内に充填させるものであるので、
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所定の溶媒に対する膨潤度が高いものであることが好ましい。具体的には、特定の溶媒に
高分子フィルムを浸漬した際に、高分子フィルムが膨潤することが好ましい。この現象は
目視で判別可能であり、例えば高分子フィルム（膜厚；数μｍ）を形成し、その上に溶媒
を滴下し、溶媒の浸透具合を観察することにより、溶媒に対する膨潤性を確認することが
できる。
【００６５】
　本発明に用いられる高分子フイルムは、可撓性を有するフレキシブル材でも良く、また
は、可撓性のないリジッド材でも良いが、フレキシブル材を用いることが好ましい。フレ
キシブル材を用いることにより、本発明の位相差フイルムの製造工程をロールｔｏロール
プロセスとすることができ、生産性に優れた位相差フイルムを得ることができるからであ
る。
【００６６】
　上記フレキシブル材を構成する材料としては、セルロース樹脂、ノルボルネン系ポリマ
ー、ポリメチルメタクリレート、ポリビニルアルコール、ポリイミド、ポリアリレート、
ポリエチレンテレフタレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、アモルファスポリ
オレフィン、変性アクリル系ポリマー、ポリスチレン、エポキシ樹脂、ポリカーボネート
、ポリエステル類などを例示することができるが、本発明においてはセルロース樹脂およ
びノルボルネン系ポリマーを好適に用いることができる。
【００６７】
　上記ノルボルネン系ポリマーとしては、シクロオレフィンポリマー（ＣＯＰ）またはシ
クロオレフィンコポリマー（ＣＯＣ）を挙げることができるが、本発明においては、シク
ロオレフィンポリマーを用いることが好ましい。シクロオレフィンポリマーは、水分の吸
収性および透過性が低いため、本発明に用いられる高分子フイルムがシクロオレフィンポ
リマーから構成されることにより、本発明の位相差フイルムを光学特性の経時安定性に優
れたものにできるからである。
【００６８】
　本発明に用いられる上記シクロオレフィンポリマーの具体例としては、例えば、ＪＳＲ
株式会社製、商品名：ＡＲＴＯＮ、日本ゼオン株式会社製、商品名：ゼオノア等を挙げる
ことができる。
【００６９】
　上記セルロース樹脂としては、セルロースエステルを用いることが好ましく、さらに、
セルロースエステル類の中では、セルロースアシレート類を用いることが好ましい。セル
ロースアシレート類は工業的に広く用いられていることから、入手容易性の点において有
利だからである。
【００７０】
　上記セルロースアシレート類としては、炭素数２～４の低級脂肪酸エステルが好ましい
。低級脂肪酸エステルとしては、例えばセルロースアセテートのように、単一の低級脂肪
酸エステルのみを含むものでもよく、また、例えばセルロースアセテートブチレートやセ
ルロースアセテートプロピオネートのような複数の脂肪酸エステルを含むものであっても
良い。
【００７１】
　本発明においては、上記低級脂肪酸エステルの中でもセルロースアセテートを特に好適
に用いることができる。セルロースアセテートとしては、平均酢化度が５７．５～６２．
５％（置換度：２．６～３．０）のトリアセチルセルロースを用いることが最も好ましい
。ここで、酢化度とは、セルロース単位質量当りの結合酢酸量を意味する。酢化度は、Ａ
ＳＴＭ：Ｄ－８１７－９１（セルロースアセテート等の試験方法）におけるアセチル化度
の測定および計算により求めることができる。
【００７２】
　本発明に用いられる高分子フイルムは、延伸処理が施されていても良い。延伸処理が施
されていることにより、上記屈折率異方性材料が高分子フイルム中に浸透し易くなる場合
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があるからである。このような延伸処理としては、特に限定されるものではなく、高分子
フイルムを構成する材料等に応じて任意に決定すればよい。延伸処理としては、一軸延伸
処理と、２軸延伸処理とを例示することができる。
【００７３】
　本発明に用いられる高分子フイルムの構成は、単一の層からなる構成に限られるもので
はなく、複数の層が積層された構成を有してもよい。複数の層が積層された構成を有する
場合は、同一組成の層が積層されてもよく、また、異なった組成を有する複数の層が積層
されても良い。
【００７４】
　本発明に用いられる高分子フィルムの膜厚は特に限定されるものでは無く、適宜選定す
れば良い。従って、本発明でいうフィルムは所謂狭義のフィルムに限定されるものでは無
く、所謂シート、板の領域の膜厚のものも包含する。但し、通常は、比較的薄膜の物が用
いられることが多い。膜厚としては、通常１０μｍ～２００μｍの範囲内、特に２０μｍ
～１００μｍの範囲内のものが好適に用いられる。
【００７５】
　又、位相差フィルムの製造工程中、或いは該製造工程前において、延伸してなる高分子
フィルムは、偏光層への積層等の後加工時に加わる熱により収縮（延伸の戻り）を生じる
傾向が有る。この場合に、収縮に伴ってリタデーション値が変動する場合が有る。これを
防ぐ為には、延伸後、高分子フィルムを加熱処理（アニーリング）して、高分子フィルム
を収縮させ得る残留応力を開放乃至緩和させることが好ましい。この加熱処理の温度条件
としては、通常、高分子フィルムのガラス転移温度から熔融温度（或いは融点）までの間
の温度であることが好ましい。
【００７６】
　２．屈折率異方性材料
　次に、本発明に用いられる屈折率異方性材料について説明する。本発明に用いられる屈
折率異方性材料としては、高分子フィルム内に充填されることが可能であり、かつ複屈折
性を有する材料であれば特に限定されるものではない。
【００７７】
　本発明においては、高分子フィルム内への充填のし易さから、分子量が比較的小さい材
料が好適に用いられる。具体的には、分子量が２００～１２００の範囲内、特に４００～
８００の範囲内の材料が好適に用いられる。なお、ここでいう分子量とは、後述する重合
性官能基を有し、高分子フィルム内で重合される屈折率異方性材料ついては、重合前の分
子量を示すものである。
【００７８】
　本発明に用いられる屈折率異方性材料としては、分子構造が棒状の材料であることが好
ましい。棒状の材料であれば、高分子フィルム内の隙間に比較的容易に入り込むことがで
きるからである。
【００７９】
　また、本発明に用いられる屈折率異方性材料としては、液晶性を有する材料（液晶性分
子）であることが好ましい。このように屈折率異方性材料が液晶性分子である場合は、屈
折率異方性材料が高分子フィルム内に充填された際に、高分子フィルム内において液晶状
態となる可能性があり、屈折率異方性材料の複屈折性をより効果的に位相差フィルムに反
映させることが可能となるからである。
【００８０】
　本発明においては、屈折率異方性材料として、ネマチック液晶性分子材料、コレステリ
ック液晶性分子材料、カイラルネマチック液晶性分子材料、スメクチック液晶性分子材料
、ディスコチック液晶性分子材料を用いることができるが、中でも屈折率異方性材料が、
ネマチック液晶性分子材料であることが好ましい。ネマチック液晶性分子材料であれば、
高分子フィルム内の隙間に入り込んだ数～数百のネマチック液晶性分子が、高分子フィル
ム中で配向するので、屈折率異方性をより確実に発現できるからである。特に、上記ネマ
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チック液晶性分子がメソゲン両端にスペーサを有する分子であることが好ましい。メソゲ
ン両端にスペーサを有するネマチック性液晶分子には柔軟性があるので、高分子フィルム
内の隙間に入り込んだ際に白濁することを防止することができるからである。
【００８１】
　本発明に用いられる屈折率異方性材料は、分子内に重合性官能基を有するものが好適に
用いられ、中でも３次元架橋可能な重合性官能基を有するものが好ましい。重合性官能基
を有するものであれば、高分子フィルム内に充填された後、光の照射によって光重合開始
剤から発生したラジカル、または電子線等の作用により、屈折率異方性材料を高分子フィ
ルム内において高分子化（架橋）することが可能となるので、位相差フィルムとした後に
屈折率異方性材料が染み出す等の不具合を防止することが可能となり、安定して使用する
ことができる位相差フィルムとすることができるからである。
【００８２】
　なお、「３次元架橋」とは、液晶性分子を互いに３次元に重合して、網目（ネットワー
ク）構造の状態にすることを意味する。
【００８３】
　このような重合性官能基としては、特に限定されるものではなく、紫外線、電子線等の
電離放射線、或いは熱の作用によって重合する各種重合性官能基が用いられる。これら重
合性官能基の代表例としては、ラジカル重合性官能基、或いはカチオン重合性官能基等が
挙げられる。さらにラジカル重合性官能基の代表例としては、少なくとも一つの付加重合
可能なエチレン性不飽和二重結合を持つ官能基が挙げられ、具体例としては、置換基を有
するもしくは有さないビニル基、アクリレート基（アクリロイル基、メタクリロイル基、
アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基を包含する総称）等が挙げられる。又、
カチオン重合性官能基の具体例としては、エポキシ基等が挙げられる。その他、重合性官
能基としては、例えば、イソシアネート基、不飽和３重結合等が挙げられる。これらの中
でもプロセス上の点から、エチレン性不飽和二重結合を持つ官能基が好適に用いられる。
【００８４】
　本発明においては、中でも分子構造が棒状である液晶性分子であって、末端に上記重合
性官能基を有するものが特に好適に用いられる。例えば両末端に重合性官能基を有するネ
マチック液晶性分子を用いれば、互いに３次元に重合して、網目（ネットワーク）構造の
状態にすることができ、より強固な高分子フィルムとすることができるからである。
　具体的には末端にアクリレート基を有する液晶性分子が好適に用いられる。末端にアク
リレート基を有するネマチック液晶性分子の具体例を下記化学式（１）～（６）に示す。
【００８５】
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【化１】

【００８６】
　ここで、化学式（１）、（２）、（５）および（６）で示される液晶性分子は、D. J. 
Broerら、Makromol Chem. 190, 3201-3215(1989) またはD. J. Broerら、Makromol Chem.
 190, 2250(1989) に開示された方法に従い、あるいはそれに類似して調製することがで
きる。また、化学式（３）および（４）で示される液晶性分子の調製は、DE195, 04, 224
に開示されている。
【００８７】
　また、末端にアクリレート基を有するネマチック液晶性分子の具体例としては、下記化
学式（７）～（１７）に示すものも挙げられる。
【００８８】
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【化２】

【００８９】
　なお、本発明において屈折率異方性材料は、２種以上用いられても良い。
　例えば、屈折率異方性材料が、分子構造が棒状である液晶性分子であって両末端に重合
性官能基を１つ以上有するもの、及び分子構造が棒状である液晶性分子であって片末端に
重合性官能基を１つ以上有するものを含む場合は、両者の配合比の調整により重合密度（
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架橋密度）及び位相差機能を好適に調整できる点から好ましい。
　片末端に重合性官能基を１つ以上有する棒状液晶性分子の方が、高分子フィルムに浸透
し易い、及び／又は高分子フィルム内で配向し易いため、位相差機能をより強化し易い傾
向があるからである。一方で、両末端に重合性官能基を１つ以上有する棒状液晶性分子の
方が、重合密度を高くすることができるため、分子の染み出し防止性や耐溶剤性や耐熱性
等の耐久性を付与することができるからである。
【００９０】
　また、本発明に用いられる屈折率異方性材料としては、位相差機能をより強化し、且つ
フィルムの信頼性を向上する点から、分子構造が棒状である液晶性分子であって上記重合
性官能基を有するものと、分子構造が棒状である液晶性分子であって上記重合性官能基を
有しないものとを用いることが好ましい。特に、分子構造が棒状である液晶性分子であっ
て両末端に上記重合性官能基を１つ以上有するものと、分子構造が棒状である液晶性分子
であって片末端に上記重合性官能基を１つ以上有するものと、分子構造が棒状である液晶
性分子であって両末端に上記重合性官能基を有しないものとを用いることが好ましい。重
合性官能基を有しない棒状液晶性分子の方が、高分子フィルムに浸透し易い、及び／又は
高分子フィルム内で配向し易いため、位相差機能をより強化し易いからである。一方で、
重合性官能基を有する棒状液晶性分子を混合して分子間重合を可能とすることにより、分
子の染み出し防止性や耐溶剤性や耐熱性等の耐久性を付与することができるからである。
【００９１】
　３．濃度勾配
　本発明においては、上記屈折率異方性材料が、上記高分子フィルムの厚み方向に濃度勾
配を有している点に特徴を有するものである。
【００９２】
　本発明において、濃度勾配を有するとは、厚み方向の任意の２点において濃度が異なる
ものであれば特に限定されるものではない。本発明においては、屈折率異方性材料の濃度
勾配が、高分子フィルムの一方の表面側が高濃度であり、他方の表面側に向かって低濃度
となる濃度勾配である態様(第１の態様）、および屈折率異方性材料の濃度勾配が、高分
子フィルムの両表面側が高濃度であり、中央部に向かって低濃度となる濃度勾配である態
様（第２の態様）の二つの態様が好ましい態様であるといえる。しかしながら、表面側が
低濃度であり、高分子フィルムの内部に高濃度の領域を有しているような態様であっても
良い。以下、好ましい二つの態様について、各態様毎に説明する。
【００９３】
　（１）第１の態様
　本発明における第１の態様は、屈折率異方性材料の濃度勾配が、高分子フィルムの一方
の表面側が高濃度であり、他方の表面側に向かって低濃度となる濃度勾配である態様であ
る。この第１の態様を図１に模式的に示す。図１に示すように、本態様においては、高分
子フィルム１の一方の表面側３に屈折率異方性材料を含有する位相差強化領域２が形成さ
れており、反対側の表面側４には、基材領域５が形成されている。
【００９４】
　かかる位相差強化領域は、高分子フィルム中に屈折率異方性材料が含有乃至浸透してな
る。位相差強化領域中の高分子フィルムの分子と屈折率異方性材料の分子の状態について
は、未だ十分解明できていないが、特に線状高分子からなる高分子フィルム表面から、そ
の長軸方向に電気双極子モーメントを有する棒状分子から成る屈折率異方性材料を浸透さ
せて製造した場合には、およそ以下の様な状態にあると推測されている。
【００９５】
　即ち、高分子フィルム中の線状高分子は、平均すると概略高分子フィルムの表裏面に平
行な面内に並んでいる（但し、該平行面内においては乱雑な方向分布となっている）。そ
して、高分子フィルムの表面から浸透した棒状の屈折率異方性材料の分子は、該高分子フ
ィルムの配列により方向を強制的に揃えられて、平均的には高分子フィルムの表裏面に平
行な面内に配列する（但し、該平行面内においては乱雑な方向分布となっている）。
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　これにより、位相差強化領域において、屈折率異方性材料の電気双極子モーメントベク
トルが平均して高分子フィルムの表裏面に平行な面内に揃う為、高分子フィルムの表裏面
に平行な面と直交する法線方向の屈折率が、該面内方向の屈折率よりも相対的に低くなる
。それによって負のＣプレート特性を発現する。
【００９６】
　この状態の位相差フィルムを、更に、例えば高分子フィルムの表裏面に平行な面内の特
定方向に延伸すると、棒状の屈折率異方性材料の電気双極子モーメントベクトルが平均し
て該特定方向に配向する為、該特定方向の屈折率が更に高くなる。それによって負のＣプ
レート特性に加えて正のＡプレート特性も発現する。
【００９７】
　更に、該屈折率異方性材料が１分子当たり複数の重合性官能基を有し、これが重合して
固化されてなる場合は、位相差強化領域においては、高分子フィルムの分子鎖を屈折率異
方性材料の分子の３次元架橋体が包絡し、屈折率異方性材料の分子の３次元架橋体の網目
中に高分子フィルムの分子鎖が挿入された状態となる。更に、高分子フィルムの分子と屈
折率異方性材料の分子とが相互に化学結合可能な場合には、高分子フィルムの分子と屈折
率異方性材料の分子とが３次元架橋した複合高分子状態となる。
　以上のような状態により、屈折率異方性材料の染み出しが防止され安定した屈折率異方
性を発現する。
【００９８】
　第１の態様においては、上記のように屈折率異方性材料を含有する位相差強化領域が高
分子フィルムの一方の表面側に形成されている点に特徴を有するものである。この位相差
強化領域内における屈折率異方性材料の濃度勾配は、通常は高分子フィルムの表面側が高
濃度となり、高分子フィルムの厚み方向の中心側に向かって低濃度となっている。そして
、高分子フィルムのもう一方の表面側には屈折率異方性材料が含有されていない領域であ
る基材領域が形成されている。
【００９９】
　本態様においては、このように高分子フィルムの一方の表面側に位相差強化領域が形成
されたものであるので、以下のような利点を有する。
【０１００】
　すなわち、上記基材領域側では屈折率異方性材料が含有されていないことから、高分子
フィルムの有する性質がそのまま残存している。屈折率異方性材料が含有されていない領
域である基材領域を有するため、例えば高分子フィルム自体の接着性が良好である場合等
においては、上記基材領域側に例えば偏光層を接着させる等することにより、容易に偏光
フィルムとすることができる等の利点を有する。また、屈折率異方性材料を含有させた位
相差強化領域は強度が低下する場合があるが、上述したような基材領域を有することによ
り、位相差フィルムとしての強度を維持することができる等の利点を有するものである。
【０１０１】
　本発明における位相差強化領域の厚みは、通常０．５μｍ～８μｍの範囲内、特に１μ
ｍ～４μｍの範囲内であることが好ましい。上記範囲より小さい場合は、十分なリタデー
ション値を得ることができず、また上記範囲より厚みを増大させることは困難だからであ
る。
【０１０２】
　屈折率異方性材料の濃度勾配が、本態様のようになっているか否かの判断は、位相差強
化領域および基材領域の組成分析により判断することができる。
【０１０３】
　組成分析の方法としては、ＧＳＰ（精密斜め切削法）により位相差フィルムを切断して
厚み方向の断面が出るようにし、当該断面の飛行時間型二次イオン質量分析（ＴＯＦ－Ｓ
ＩＭＳ）を行うことによって厚み方向の材料の濃度分布を測定する方法等を挙げることが
できる。
【０１０４】
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　飛行時間型二次イオン質量分析（ＴＯＦ－ＳＩＭＳ）としては、例えば、飛行時間型二
次イオン質量分析計としてＰｈｙｓｉｃａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ社製ＴＦＳ－２０
００を用い、例えば１次イオン種をＧａ＋、１次イオンエネルギーを２５ｋＶ、後段加速
を５ｋＶとして、位相差フィルムの厚み方向の断面の正及び／又は負の２次イオンを測定
することにより行うことができる。この場合において、屈折率異方性材料の厚み方向の濃
度分布は、屈折率異方性材料由来の２次イオン強度を、厚み方向に対してプロットするこ
とにより得ることができる。基材フィルム由来の２次イオン強度についても同様に厚み方
向に対してプロットすると、屈折率異方性材料と基材フィルムの相対的な濃度変化を見る
ことができる。屈折率異方性材料由来の２次イオンは、例えば断面ＴＥＭ観察等別の分析
手法で屈折率異方性材料が充填されていると推定できる表面や箇所において相対的に強く
観測される２次イオンの総和などを用いることができる。基材フィルム由来の２次イオン
は、例えば断面ＴＥＭ観察等別の分析手法で屈折率異方性材料が充填されていないと推定
できる表面や箇所において相対的に強く観測される２次イオンの総和などを用いることが
できる。
【０１０５】
　なお、第１の態様の場合には、前記位相差フィルムの純水に対する接触角が、一方の表
面と他方の表面とで異なることが好ましい。このような構成とすることにより、例えばこ
の位相差フィルムにＰＶＡを基材とするような親水性樹脂系の偏光層を直接貼り付けて偏
光フィルムとする場合に、より低い接触角を有する表面に偏光層を接着させると、特に水
系接着剤を使用しても接着性を阻害されることがなく偏光フィルムを得ることができるか
らである。
【０１０６】
　本発明において、位相差フィルムの純水に対する接触角の一方の表面と他方の表面の差
異は、２度以上であることが好ましく、更に４度以上、特に５度以上であることが好まし
い。
【０１０７】
　なお、図１の例においては、高分子フィルム１の一方の表面側３に位相差強化領域２が
形成されており、反対側の表面側４には基材領域５が形成されている形態であるが、第１
の態様には、高分子フィルムの一方の表面側に屈折率異方性材料が高濃度で含有され、他
方の表面側に屈折率異方性材料が低濃度で含有される形態も含まれる。この場合であって
も低濃度側は、表面の接着性や強度などにおいて、高濃度側より高分子フィルム自体の性
質に近いという利点を有する。なお、当該低濃度側表面に別の層を接着させる場合におい
ては、屈折率異方性材料の濃度は高分子フィルム自体のもつ接着性に支障をきたさない範
囲内の低濃度、例えば、位相差フィルムの純水に対する接触角の高濃度側表面と低濃度側
表面の差異が、２度以上となるような、更に４度以上、特に５度以上となるような濃度で
あることが好ましい。
【０１０８】
　（２）第２の態様
　本発明における第２の態様は、屈折率異方性材料の濃度勾配が、高分子フィルムの両表
面側が高濃度であり、中央部に向かって低濃度となる濃度勾配である態様である。この第
２の態様を図２に模式的に示す。図２に示すように、本態様においては、高分子フィルム
１の両方の表面側に屈折率異方性材料を含有する位相差強化領域２が形成されており、中
央部には、基材領域５が形成されている。
【０１０９】
　本態様においては、このように屈折率異方性材料を含有する位相差強化領域が高分子フ
ィルムの両表面側に形成されている点に特徴を有するものである。この位相差強化領域内
における屈折率異方性材料の濃度勾配は、通常は高分子フィルムの表面側が高濃度となり
、高分子フィルムの厚み方向の中心側に向かって低濃度となっている。そして、高分子フ
ィルムの厚み方向中央部には、屈折率異方性材料が含有されていない領域である基材領域
が形成されている。



(21) JP 4191724 B2 2008.12.3

10

20

30

40

50

【０１１０】
　この場合の位相差強化領域の膜厚は、上記第１の態様と同様であるので、ここでの説明
は省略する。
【０１１１】
　本態様においては、このように高分子フィルムの両表面側に位相差強化領域が形成され
たものであるので、以下のような利点を有する。
【０１１２】
　すなわち、本態様においては、両表面側に位相差強化領域を有することから、位相差強
化領域におけるリタデーション値は、上記第１の態様の２倍となることが予想される。し
たがって、上記第１の態様ではリタデーション値が不足する場合等において、さらに大幅
なリタデーション値が必要な場合に利点を有することになる。
【０１１３】
　また、屈折率異方性材料を含有させた位相差強化領域は位相差フィルムとしての強度が
低下する場合があるが、中央部に屈折率異方性材料が含有されていない領域である基材領
域を有するため、位相差フィルムとしての強度を維持することができる等の利点を有する
ものである。
【０１１４】
　なお、図２の例においては、高分子フィルム１の両方の表面側に屈折率異方性材料を含
有する位相差強化領域２が形成されており、中央部には、基材領域５が形成されている形
態であるが、第２の態様には、高分子フィルムの両方の表面側に屈折率異方性材料が高濃
度で含有され、中央部に屈折率異方性材料が低濃度で含有される形態も含まれる。この場
合であっても低濃度領域は、強度などにおいて、高濃度側より高分子フィルム自体の性質
に近いという利点を有する。
【０１１５】
　屈折率異方性材料の濃度勾配が、本態様のようになっているか否かの判断は、上記第１
態様の場合と同様の方法を用いた位相差強化領域および基材領域の組成分析により判断す
ることができる。
【０１１６】
　本発明においては、上記のいずれの態様においても、上記屈折率異方性を有する材料の
前記高分子フィルムの厚み方向の濃度勾配が連続的に変化することが好ましい。このよう
な場合には、ある厚みにおいて濃度が不連続に変化する場合に比べて、層内の特定の界面
への応力の集中がなくなるため、剥離強度が強くなり、耐熱性や耐水性（使用環境下での
寒熱繰り返し、或いは水との接触の際の界面剥離への耐久性）などの信頼性、耐アルカリ
性、リワーク性などが高くなるからである。
【０１１７】
　なおここで、濃度勾配が連続的に変化するとは、例えば図３（ａ）～（ｅ）に示すよう
に縦軸に濃度をとり横軸に厚み方向をとった場合に、厚み方向における濃度の変化が連続
的である場合をいう。
【０１１８】
　また、本発明においては、上記屈折率異方性を有する材料の濃度勾配が緩やかな領域と
、上記屈折率異方性を有する材料の濃度勾配が急な領域を有することが好ましい。このよ
うな場合には、高濃度で且つ緩やかな濃度勾配領域において充分な量の屈折率異方性を有
する材料を集中させて、ここで充分なリタデーション値を確保し、更に急な濃度勾配領域
において高濃度領域から低濃度領域までの間の濃度を連続的に接続し、層内特定界面への
応力集中を防ぐことができるため、所望の位相差を有しながら信頼性が高くなるからであ
る。
【０１１９】
　本発明において、濃度勾配が緩やかと急とは、屈折率異方性を有する材料の厚み方向の
濃度勾配の分布における相対的な関係である。濃度勾配が緩やかな領域と、濃度勾配が急
な領域は、相対的に濃度勾配が小さな値で連続している領域と大きな値で連続している領
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域を巨視的に分けたものである。この場合において濃度勾配が緩やかな領域には、濃度勾
配が一定な領域が含まれる。本発明において、濃度勾配が緩やかな領域は、図３（ａ）の
領域（Ａ）、図３（ｂ）の領域（Ａ）のように、屈折率異方性材料の濃度が相対的に高く
、高分子フィルム内に屈折率異方性材料が飽和に近い濃度で充填されている場合などが挙
げられる。また本発明において、濃度勾配が急な領域は、図３（ａ）の領域（Ｂ）、図３
（ｂ）の領域（Ｂ）のように、屈折率異方性材料が相対的に高い濃度で含まれる領域から
屈折率異方性材料が含まれない基材領域へ遷移する領域などが挙げられる。高リタデーシ
ョン値を要求される場合は、図３（ａ）、図３（ｂ）のような濃度勾配が一般的には好ま
しい。但し、特に高リタデーション値を求められない場合は、図３（ｃ）のように、屈折
率異方性材料が高濃度で充填されている高分子フィルム表面近傍に、中央部に向かって濃
度が高濃度から低濃度に遷移する様な濃度勾配が急な領域と、その中央部側に屈折率異方
性材料が低濃度で充填されている濃度勾配が緩やかな領域が連続している形態でも良い。
【０１２０】
　上記第１の態様において、上記屈折率異方性を有する材料の濃度勾配が緩やかな領域と
、濃度勾配が急な領域を有する場合、図４に模式的に示されるように、高分子フィルム１
の一方の表面側３に屈折率異方性材料を含有する位相差強化領域２が形成されており、反
対側の表面側４には、基材領域５が形成されており、位相差強化領域２のうち基材領域５
との境界領域に、屈折率異方性材料が相対的に高い濃度で含まれると共に濃度勾配が緩や
かな領域から屈折率異方性材料が含まれない基材領域へ遷移する濃度勾配が急な中間領域
６が形成されている場合が挙げられる。
【０１２１】
　上記第２の態様において、上記屈折率異方性を有する材料の濃度勾配が緩やかな領域と
、濃度勾配が急な領域を有する場合、図５に模式的に示されるように、高分子フィルム１
の両方の表面側に屈折率異方性材料を含有する位相差強化領域２が形成されており、中央
部には、基材領域５が形成されており、位相差強化領域２のうち基材領域５との境界領域
に、屈折率異方性材料が相対的に高い濃度で含まれると共に濃度勾配が緩やかな領域から
屈折率異方性材料が含まれない基材領域へ遷移する濃度勾配が急な中間領域６が形成され
ている場合が挙げられる。
【０１２２】
　なお、上記屈折率異方性を有する材料の前記高分子フィルムの厚み方向の濃度勾配が連
続的に変化することや、上記屈折率異方性を有する材料の濃度勾配が緩やかな領域と、上
記屈折率異方性を有する材料の濃度勾配が急な領域を有することは、上記により説明した
位相差フィルムの厚み方向断面の飛行時間型二次イオン質量分析（ＴＯＦ－ＳＩＭＳ）な
どの濃度分布分析により判断することができる。
【０１２３】
　４．二軸性
　本発明において、二軸性とは、光学的二軸性であって、光学的異方性媒質の主屈折率を
ｎ１、ｎ２、ｎ３（光学的異方性媒質の屈折率楕円体の主軸座標系をＸ１、Ｘ２、Ｘ３）
とした場合に、ｎ１≠ｎ２≠ｎ３であるものである。すなわち、光学的異方性媒質の主屈
折率を大きさの順にｎ１、ｎ２、ｎ３とした場合に、ｎ１＞ｎ２＞ｎ３と表記できるもの
をいう。
　尚、ここで、屈折率楕円体の主軸座標系（Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３）とは、屈折率楕円体を表
現する２次形式の交差項が０となり、屈折率楕円体の式が、
Ｘ１

２／ｎ１
２＋Ｘ２

２／ｎ2
２＋Ｘ３

２／ｎ３
２＝１

と書ける座標系である。主屈折率ｎ１、ｎ２、ｎ３とは、屈折率楕円体における主軸方向
（Ｘ１軸方向、Ｘ２軸方向、Ｘ３軸方向）の屈折率であり、言葉を換えて言えば、屈折率
楕円体の主軸方向の各半径に相当する。
　従って、二軸性の位相差フィルムとは、位相差フィルムの屈折率楕円体を定義した時に
、当該屈折率楕円体の主屈折率を大きさの順にｎ１、ｎ２、ｎ３とした場合にｎ１＞ｎ２

＞ｎ３となるものである。
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【０１２４】
　これらの中でも、通常の要求特性及び製造工程上、例えば図２０に表されるように位相
差フィルムの主屈折率の方向が、位相差フィルムの面内方向（位相差フィルムの表裏面に
平行な方向）及びフィルムの厚み方向（位相差フィルムの表裏面の法線方向）と一致して
いる場合が代表的である。この場合、位相差フィルムの屈折率楕円体の主軸方向（Ｘ１軸
方向、Ｘ２軸方向、Ｘ３軸方向）は、位相差フィルムの面内にとったＸ軸（これを遅相軸
方向とする）、Ｙ軸（これを進相軸方向とする）、及び位相差フィルムの面と直交する方
向にとったＺ軸とからなる３次元座標系となる。この場合の二軸性は、前記フィルムの面
内方向における遅相軸方向の屈折率をｎｘ、フィルム面内における進相軸方向の屈折率を
ｎｙ、及びフィルムの厚み方向の屈折率をｎｚとしたときには、ｎｘ＞ｎｙ＞ｎｚ、ｎｚ
＞ｎｘ＞ｎｙ、ｎｘ＞ｎｚ＞ｎｙが挙げられる。ここで、遅相軸方向とは、フィルムの面
内において屈折率が最大となる方向を意味し、進相軸方向とは、フィルムの面内において
屈折率が最小となる方向を意味する。
【０１２５】
　本発明においては、中でも、前記フィルムの面内方向における遅相軸方向の屈折率をｎ
ｘ、フィルム面内における進相軸方向の屈折率をｎｙ、フィルムの厚み方向の屈折率をｎ
ｚとしたとき、ｎｘ＞ｎｙ＞ｎｚであることが好ましい。このような二軸性を有する場合
には、正のＡプレートと負のＣプレートの光学特性を併せ持つような特性を有する位相差
フィルムを得ることができるからである。この場合、補償層として正のＡプレートと負の
Ｃプレートの２つをそれぞれ用意する必要がなく、ＶＡモードもしくはＯＣＢモードなど
の液晶層を有する液晶表示装置に好適に用いられる。
【０１２６】
　なおここで、位相差層は、光軸の向きと、光軸に直交する方向の屈折率に対する光軸方
向の屈折率の大きさとにより分類されるものである。光軸の方向が位相差層の平面に沿っ
ているものをＡプレート、光軸の方向が位相差層に垂直な法線方向に向いているものをＣ
プレート、光軸の方向が法線方向から傾いているものをＯプレートと呼ぶ。また、光軸方
向の屈折率が光軸に直交する方向の屈折率より大きいものを正のプレート、光軸方向の屈
折率が光軸に直交する方向の屈折率より小さいものを負のプレートという。これにより、
正のＡプレート（ｎｘ＞ｎｙ＝ｎｚ）、負のＡプレート（ｎｚ＝ｎｘ＞ｎｙ）、正のＣプ
レート（ｎｚ＞ｎｘ＝ｎｙ）、負のＣプレート（ｎｘ＝ｎｙ＞ｎｚ）、正のＯプレート、
負のＯプレートの区別がある。したがって、本発明においてｎｘ＞ｎｙ＞ｎｚである場合
には、正のＡプレートと負のＣプレートの光学特性を併せ持つような特性を有する。
【０１２７】
　なお、本発明の位相差フィルムにおいては、例えば図２１に表されるように、位相差フ
ィルムの主屈折率の方向が、前記フィルムの面内方向及び厚み方向に対して傾斜している
形態であっても良い。当該傾斜している形態は特に限定されないが、例えば、ｎ２の方向
は位相差フィルムの面内にあるＹ軸、ｎ1の方向はＹ軸を回転軸としてθだけ位相差フィ
ルムの面内にあるＸ軸を回転した方向、ｎ３の方向はＹ軸を回転軸としてθだけ位相差フ
ィルムの面と直交する方向にとったＺ軸を回転した方向が挙げられる。更に例えば、ｎ１

の方向は位相差フィルムの面内にあるＸ軸、ｎ２の方向はＸ軸を回転軸としてθだけ位相
差フィルムの面内にあるＹ軸を回転した方向、ｎ３の方向はＸ軸を回転軸としてθだけ位
相差フィルムの面と直交する方向にとったＺ軸を回転した方向などが挙げられる。
【０１２８】
　位相差フィルムの主屈折率の方向が、前記フィルムの面内方向及び厚み方向に対して傾
斜している形態の場合には、より多様な用途、設計要求に対応した視野角改善が可能であ
る。それは、用途、目的、及び設計仕様の如何によっては、位相差フィルムの主屈折率の
方向が位相差フィルムの面内方向、及び厚み方向と傾斜していた方が良い場合も有り得る
からである。
【０１２９】
　位相差フィルムの主屈折率の方向が、前記フィルムの面内方向及び厚み方向に対して傾
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斜している形態の場合であっても、フィルムの面内方向における遅相軸方向の屈折率をｎ
ｘ、フィルム面内における進相軸方向の屈折率をｎｙ、フィルムの厚み方向の屈折率をｎ
ｚとしたとき、ｎｘ＞ｎｙ＞ｎｚであることが好ましい。このような場合には、正のＡプ
レートと負のＣプレートの光学特性を併せ持つような特性を有する位相差フィルムを得る
ことができるからである。なお、上記屈折率ｎｘ、ｎｙ、ｎｚは、位相差フィルムの主屈
折率の方向が、前記フィルムの面内方向及び厚み方向に対して一致している形態の場合で
も、傾斜している形態の場合でも、例えば自動複屈折測定装置（例えば、王子計測機器株
式会社製、商品名：ＫＯＢＲＡ－２１ＡＤＨ）を用いて、２３℃、５５％ＲＨの環境下で
、波長が５８９ｎｍにおいて３次元屈折率測定を行って求めることができる。
【０１３０】
　二軸性は、後述する「Ｂ．位相差フィルムの製造方法」において詳述するように、前記
高分子フィルムをいずれかの時点で延伸することにより得られることが好ましい。上記高
分子フィルムの厚み方向に屈折率異方性材料の濃度勾配を有する位相差フィルムを延伸す
るか、予め延伸された高分子フィルム表面に屈折率異方性材料が溶媒に溶解した塗工液を
塗布することにより、本発明の二軸性の位相差フィルムを容易に得ることができる。例え
ば、本発明において好適な二軸性であるｎｘ＞ｎｙ＞ｎｚを得るためには、前記高分子フ
ィルムの面内方向における一方向を延伸するか、或いは直交する二方向を異なる倍率で延
伸することにより、得ることができる。
【０１３１】
　４．位相差フィルム
　本発明によれば、位相差強化領域、及び、延伸の方向や延伸倍率等を変更することによ
り、得られる厚み方向及び面内方向リタデーション値を調節するため、得られる厚み方向
及び面内方向リタデーション値の範囲を拡大可能である。
　本発明において、前記フィルムの面内方向における遅相軸方向の屈折率をｎｘ、フィル
ム面内における進相軸方向の屈折率をｎｙ、及びフィルムの厚み方向の屈折率をｎｚとし
たときに、厚み方向リタデーションは、Ｒｔｈ［ｎｍ］＝{（ｎｘ＋ｎｙ）／２－ｎｚ}×
ｄ （ｄ：厚み）と表すことができ、面内方向リタデーションは、Ｒｅ［ｎｍ］＝（ｎｘ
－ｎｙ）×ｄ （ｄ：厚み）と表すことができる。
【０１３２】
　本発明の位相差フィルムは、上記厚み方向リタデーションが１００～３００ｎｍであり
、上記面内方向リタデーションが１０～１５０ｎｍであることが好ましい。このような場
合には、例えば、視野角改善効果を向上することができるからである。
　更に、ＶＡ液晶と偏光板の視野角特性を改善するような場合には、上記厚み方向リタデ
ーションが１５０～３００ｎｍであり、上記面内方向リタデーションが４０～１００ｎｍ
であることが好ましい。
　なお、上記厚み方向及び面内方向リタデーションの値は、例えば自動複屈折測定装置（
例えば、王子計測機器株式会社製、商品名：ＫＯＢＲＡ－２１ＡＤＨ）を用いて、２３℃
、５５％ＲＨの環境下で、波長が５８９ｎｍにおいて３次元屈折率測定を行い、屈折率ｎ
ｘ、ｎｙ、ｎｚを求めることにより得ることができる。
【０１３３】
　また本発明によれば、位相差強化領域と延伸の両方の手段を用いて得られる厚み方向及
び面内方向リタデーション値を調節するため、延伸のみを用いてリタデーション値を調節
する場合に比べて延伸倍率を小さくしても、所望のリタデーション値を達成することが可
能である。一般的に延伸倍率を大きくすると上記位相差フィルムが曇って、ヘイズ値が高
くなってしまい、消偏性が高くなる、すなわち偏光状態が乱れて偏光を制御できなくなる
という問題があったが、本発明においては、所望のリタデーション値を得て視野角改善効
果を向上しながら、消偏性を極めて少なくすることが可能である。
【０１３４】
　すなわち、本発明の位相差フィルムは、面内方向リタデーションが１０～１５０ｎｍに
おいて、ＪＩＳ－Ｋ７１０５に準拠して測定した際のヘイズ値が１％以下、更に面内方向
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リタデーションが４０～１００ｎｍにおいて、ＪＩＳ－Ｋ７１０５に準拠して測定した際
のヘイズ値が０．８％以下であることを達成可能である。
【０１３５】
　また、本発明の位相差フィルムは、位相差フィルムの可視光領域におけるリタデーショ
ン値が、短波長側の方が長波長側よりも大きいものであることが好ましい。これは、一般
に、液晶表示装置の液晶層に用いられる液晶材料の可視光域におけるリタデーション値は
、短波長側の方が長波長側よりも大きい。したがって、本発明の位相差フィルムを例えば
光学補償板として用いた場合、可視光域における全て波長において補償を行うことができ
るといった利点を有するからである。
【０１３６】
　このように、位相差フィルムの可視光領域におけるリタデーション値を、短波長側の方
が長波長側よりも大きくするためには、高分子フィルムおよび屈折率異方性材料の可視光
領域におけるリタデーション値が、短波長側の方が長波長側より大きいものを選択するこ
とが好ましい。しかしながら、偏光層（例えばポリビニルアルコール（ＰＶＡ））の保護
フィルムに用いられているＴＡＣフィルムは、そのようなリタデーション値をもたないこ
とから、屈折率異方性材料が上述したリタデーション値を有するものを選択することが好
ましい。
【０１３７】
　一方、本発明においては、上記位相差フィルムの可視光領域におけるリタデーション値
が、長波長側の方が短波長側よりも大きくても良い。この場合には、本発明の位相差フィ
ルムを例えば偏光フィルムと貼り合わせて偏光板として用いた場合、光漏れ補償に優れる
といった利点を有する点から好ましい。
【０１３８】
　また、本発明の位相差フィルムは、高分子フィルム内に少なくとも上記屈折率異方性材
料が含有されてなるものであるが、本発明の効果が損なわれない限り、他の成分が含まれ
ていても良い。例えば、残存溶剤、光重合開始剤、重合禁止剤、レベリング剤、カイラル
剤、シランカップリング剤等が含まれていても良い。
【０１３９】
　また、本発明の位相差フィルムは、さらに他の層が直接積層されたものであってもよい
。例えば、位相差フィルムとしてリタデーション値が不足する場合は、さらに他の位相差
層を直接積層してもよい。また、後述するように、他の光学的機能層、例えば偏光層を直
接積層することも可能である。
【０１４０】
　なお、本発明の位相差フィルムには、上記屈折率異方性材料が溶媒に溶解もしくは分散
された位相差強化領域形成用塗工液を高分子フィルムの表面に塗布することにより上記屈
折率異方性材料を高分子フィルム内に浸透させて形成された場合に、浸透させた側の高分
子フィルム表面に上記屈折率異方性材料が膜状に残存しているような態様も含まれる。
【０１４１】
　また本発明においては、上記位相差フィルムが、最小直径が６インチ以下のロール状に
巻くことが可能であることが好ましい。位相差フィルムは、その製造、保管、流通、後加
工の際の量産性、生産効率を高める為、長尺の帯状フィルム（ウエブとも云う）の形態と
し、製造、検査、及び後加工する時以外の保管、搬送、及び加工待機時には円筒上に巻取
ったロールの形態にしておくことが好ましいからである。このロールの巻芯となる管の直
径としては、通常、６インチ以下、場合によっては３インチとされる。よって、プロセス
上有利なようにロール状に巻取り可能とする為には、位相差フィルムは最小直径６インチ
以下、より好ましくは３インチ以下に巻くことが可能なことが好ましい。
【０１４２】
　一方、屈折率異方性を有する材料は、一般に、硬く、脆い傾向が有る。特に、固定化の
為に重合した場合はその傾向が強い。その為、従来の高分子フィルムの基材上に別層とし
ての位相差層を積層した構成の位相差フィルムでは、硬くて脆い位相差層の為に、６イン



(26) JP 4191724 B2 2008.12.3

10

20

30

40

50

チ以下の直径に巻取ると、位相差層にクラックが入ったり、位相差層が基材から剥離する
と云う問題が生じた。このクラック防止のために位相差層上に保護層を更に設ける必要が
あった。また、位相差フィルムを例えば３０ｃｍ角の正方形状シートのような枚葉のシー
トの状態で製造、保管等すればこの問題は解決するが、生産効率、量産性は劣る。これに
対し、本発明において得られる位相差フィルムは、高分子フィルム中に上記屈折率異方性
材料が含有されて位相差強化領域を形成しているものであるため、高分子フィルム内部に
位相差層（位相差強化領域）が内包され、且つ位相差層を含まない（乃至は含んでもその
量が少ない）領域も有する。その為、保護層などを設けなくても、ロール状に巻いた時の
応力集中によりクラックが入り難く、好適にロール状形態とすることが可能である。
【０１４３】
　また、本発明の位相差フィルムは、単層のものを１枚のみで仕様する以外に、必要に応
じて２枚以上を貼合わせ、積層した形態で用いることも可能である。２枚を積層する具体
例としては、同一の位相差フィルムを主屈折率の向き（光学異方性の方向）を揃えて２枚
以上積層する形態、同一の位相差フィルムを主屈折率の向きを互いに異ならせて２枚以上
積層する形態、互いに異なる光学異方性の位相差フィルムを主屈折率の向き（光学異方性
の方向）を揃えて２枚以上積層する形態、或いは互いに異なる光学異方性の位相差フィル
ムを主屈折率の向き（光学異方性の方向）を互いに異ならせて２枚以上積層する形態等が
挙げられる。これらの場合には、１枚のみでは実現できない大きさの光学異方性値を実現
したり、或いは１枚のみでは実現できない複雑な光学異方性を実現することが可能となる
。
　尚、位相差フィルム同士の貼合わせ、積層は、例えば、適当な透明な接着剤層を介して
貼り合せることにより行なわれる。
【０１４４】
　５．用途
　本発明の位相差フィルムの用途としては、光学的機能フィルムとして種々の用途に用い
ることができる。具体的には、光学補償板（例えば、視角補償板）、楕円偏光板、輝度向
上板等を挙げることができる。
【０１４５】
　本発明においては、特に光学補償板としての用途が好適である。具体的には高分子フィ
ルムとしてＴＡＣフィルムを用い、屈折率異方性材料として分子構造が棒状の液晶性化合
物を用い、いずれかの時点でフィルムを延伸することにより、負のＣプレート及び正のＡ
プレートの機能を併せ持つ二軸性光学補償板としての用途に用いることができる。
【０１４６】
　また、本発明の位相差フィルムは、表示装置に用いられる種々の光学機能フィルムとし
て用いることが可能である。例えば、上述したように本発明の位相差フィルムが負のＣプ
レート及び正のＡプレートの機能を併せ持つ光学補償板として用いられる場合は、ＶＡモ
ードもしくはＯＣＢモードなどの液晶層を有する液晶表示装置に好適に用いられる。
【０１４７】
　Ｂ．位相差フィルムの製造方法
　本発明の位相差フィルムの製造方法は、高分子フィルムの少なくとも一方の表面に、屈
折率異方性材料が溶媒に溶解もしくは分散されてなる位相差強化領域形成用塗工液を塗布
する塗布工程と、上記塗布工程により塗布された上記位相差強化領域形成用塗工液中の上
記屈折率異方性材料を上記高分子フィルムに浸透させる浸透工程と、上記塗布工程により
塗布された上記位相差強化領域形成用塗工液中の上記溶媒を乾燥させる乾燥工程と、高分
子フィルムを延伸する延伸工程とを有することを特徴とするものである。
【０１４８】
　さらに、本発明においては、上記乾燥工程の後に、上記高分子フィルム内に浸透した上
記屈折率異方性材料を固定化する固定化工程を有することが好ましい。固定化することに
より、製造後に屈折率異方性材料が表面から染み出すことを防止することが可能となり、
位相差フィルムの安定性を向上させることができるからである。例えば、屈折率異方性材
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料が重合性官能基を有するものである場合等においては、屈折率異方性材料を高分子フィ
ルム内に浸透後、重合させて高分子化させることにより、固定化することができる。なお
、本発明において工程の後とは、後であればその時点は限定されず、直後だけでなく、他
の工程をはさんだ後であっても良い。
【０１４９】
　このような本発明の位相差フィルムの製造方法について、図面を用いて具体的に説明す
る。図６は、本発明の位相差フィルムの製造方法の一例を示す工程図である。図６（ａ）
に示すように、まず高分子フィルム１上に、位相差強化領域形成用塗工液７を塗布する塗
布工程が行われる。次いで、図６（ｂ）に示すように、位相差強化領域形成用塗工液中の
上記屈折率異方性材料を上記高分子フィルムに浸透させる浸透工程、および上記塗布工程
により塗布された上記位相差強化領域形成用塗工液中の上記溶媒を乾燥させる乾燥工程が
行われる。これにより、高分子フィルム表面から、上記位相差強化領域形成用塗工液中の
屈折率異方性材料が浸透し、高分子フィルムの表面側に屈折率異方性材料が含有された位
相差強化領域２が形成される。これにより高分子フィルム内には、屈折率異方性材料が含
有された位相差強化領域２と、屈折率異方性材料が含有されていない基材領域５が形成さ
れる。次いで、図６（ｃ）に示すように、高分子フィルムを延伸８する延伸工程が行われ
る。そして、最後に図６（ｄ）に示すように、上記位相差強化領域２側から紫外線９を照
射することにより、高分子フィルム内に包含された屈折率異方性材料を光重合開始剤の働
きで重合させる固定化工程が行われることにより、位相差フィルム１０が形成される。
【０１５０】
　上記の例のように、上記屈折率異方性材料を固定化する前に延伸する場合には、延伸工
程において位相差フィルムの面内方向リタデーションを大きくすることが可能である。　
【０１５１】
　また、図７は、本発明の位相差フィルムの製造方法の他の一例を示す工程図である。図
７（ａ）に示すように、まず高分子フィルム１上に、位相差強化領域形成用塗工液７を塗
布する塗布工程が行われる。次いで、図７（ｂ）に示すように、位相差強化領域形成用塗
工液中の上記屈折率異方性材料を上記高分子フィルム表面に浸透させる浸透工程、および
上記塗布工程により塗布された上記位相差強化領域形成用塗工液中の上記溶媒を乾燥させ
る乾燥工程が行われる。これにより、高分子フィルム表面から、上記位相差強化領域形成
用塗工液中の屈折率異方性材料が浸透し、高分子フィルムの表面側に屈折率異方性材料が
含有された位相差強化領域２が形成される。これにより高分子フィルム内には、屈折率異
方性材料が含有された位相差強化領域２と、屈折率異方性材料が含有されていない基材領
域５が形成される。次いで、図７（ｃ）に示すように、上記位相差強化領域２側から紫外
線９を照射することにより、高分子フィルム内に包含された屈折率異方性材料を光重合開
始剤の働きで重合させる固定化工程が行われる。そして、最後に図７（ｄ）に示すように
、高分子フィルムを延伸８する延伸工程が行われることにより、位相差フィルム１０が形
成される。
【０１５２】
　上記の例のように、固定化工程の後に、前記高分子フィルムを延伸する延伸工程を有す
る場合には、高分子フィルム内の屈折率異方性材料が固定化された安定性が高いフィルム
を延伸することから、延伸条件のバラツキによる屈折率異方性の発現の程度のバラツキを
少なくして、屈折率異方性を安定化させやすいというメリットを有する。
【０１５３】
　また、図８は、本発明の位相差フィルムの製造方法の他の一例を示す工程図である。図
８（ａ）に示すように、高分子フィルム１を延伸８する延伸工程が行われる。次いで、図
８（ｂ）に示すように、延伸された高分子フィルム１上に、位相差強化領域形成用塗工液
７を塗布する塗布工程が行われる。次いで、図８（ｃ）に示すように、位相差強化領域形
成用塗工液中の上記屈折率異方性材料を上記高分子フィルム表面に浸透させる浸透工程、
および上記塗布工程により塗布された上記位相差強化領域形成用塗工液中の上記溶媒を乾
燥させる乾燥工程が行われる。これにより、高分子フィルム表面から、上記位相差強化領
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域形成用塗工液中の屈折率異方性材料が浸透し、高分子フィルムの表面側に屈折率異方性
材料が含有された位相差強化領域２が形成される。これにより高分子フィルム内には、屈
折率異方性材料が含有された位相差強化領域２と、屈折率異方性材料が含有されていない
基材領域５が形成される。最後に、図８（ｄ）に示すように、上記位相差強化領域２側か
ら紫外線９を照射することにより、高分子フィルム内に包含された屈折率異方性材料を光
重合開始剤の働きで重合させる固定化工程が行われることにより、位相差フィルム１０が
形成される。
【０１５４】
　上記の例のように、予め延伸された高分子フィルムを用いる場合には、延伸後に屈折率
異方性材料を塗布、浸透させることにより、塗布後に延伸したものよりも、後に行われる
高温高湿試験において延伸戻りが少なくなるというメリットを有する。
【０１５５】
　上記のような本発明の位相差フィルムの製造方法によれば、上記位相差強化領域形成用
塗工液を塗布し、いずれかの時点で延伸することにより、容易に二軸性の位相差フィルム
を形成することが可能である。更に、上記位相差強化領域形成用塗工液の塗布量等を変更
することのみで、得られる位相差フィルムの主として厚み方向、更に面内方向のリタデー
ション値を変更することが可能であり、上記延伸方向や延伸倍率等を変更することのみで
、得られる位相差フィルムの主として面内方向、更に厚み方向のリタデーション値を変更
することが可能である。したがって、本発明によれば、従来の二軸性位相差フィルムに比
べて達成できる厚み方向及び面内方向リタデーション値の範囲を拡大可能で、少ない数量
であっても容易に任意の厚み方向及び面内方向リタデーション値を有する二軸性の位相差
フィルムを容易に得ることができるといった利点を有するものである。
【０１５６】
　なお、各工程はそれぞれ２回以上行っても良い。例えば、まず高分子フィルム上に、第
一の位相差強化領域形成用塗工液を塗布する塗布工程を行い、次いで、第一の位相差強化
領域形成用塗工液中の第一の屈折率異方性材料を高分子フィルムに浸透させる浸透工程、
および上記第一の位相差強化領域形成用塗工液中の溶媒を乾燥させる乾燥工程を行なう。
次いで、第一の位相差強化領域形成用塗工液を塗布した側の面に更に、第二の位相差強化
領域形成用塗工液を塗布する塗布工程を行い、続いて、第二の位相差強化領域形成用塗工
液中の第二の屈折率異方性材料を浸透させる浸透工程、および上記第二の位相差強化領域
形成用塗工液中の溶媒を乾燥させる乾燥工程を行ない、第二の位相差強化領域形成用塗工
液を塗布した側から固定化工程を行い、更に延伸工程を行うことにより、位相差フィルム
を形成しても良い。この場合において、例えば、第一の屈折率異方性材料として、高分子
フィルムに浸透し易い重合性官能基を有しない棒状液晶性分子を用い、第二の屈折率異方
性材料として重合性官能基を有する棒状液晶性分子を用いると、高分子フィルムは、位相
差をより強化しやすい重合性官能基を有しない棒状液晶性分子が含有された領域と、より
表面側に重合性官能基を有する棒状液晶性分子が含有された領域とが共存して形成され、
より強化された位相差を有しながら、高分子フィルム表面は固定化工程により重合されて
安定化されるという効果が得られる。第一の屈折率異方性材料として、重合性官能基がよ
り少ない棒状液晶性分子を用い、第二の屈折率異方性材料として重合性官能基がより多い
棒状液晶性分子を用いても、上記と同様の効果が得られる。
【０１５７】
　また、本発明における位相差強化領域形成用塗工液を塗布する上記塗布工程と上記浸透
工程と上記乾燥工程の後に、屈折率異方性材料ではないが重合性官能基を有する材料が溶
媒に溶解もしくは分散されてなる塗工液を更に塗布する工程や、当該塗工液を乾燥する工
程、更に重合性官能基を重合させる工程を有しても良い。この場合には、例えば位相差強
化領域形成用塗工液に含まれる屈折率異方性材料が重合性官能基を有しなくても、高分子
フィルムのより表面側に存在する重合性官能基を有する材料が重合して固定化されること
により、屈折率異方性材料の染み出し防止が可能で、フィルムの耐久性、安定性が付与さ
れる。
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【０１５８】
　更に、延伸後に加熱工程を有することが、延伸の戻りを防止する点から好ましい。位相
差フィルムの製造工程中、或いは該製造工程前において、延伸してなる高分子フィルムは
、偏光層への積層等の後加工時に加わる熱により収縮（延伸の戻り）を生じる傾向がある
からである。これを防止するために、延伸後、いずれかの時点で高分子フィルムを加熱処
理（アニーリング）して、高分子フィルムを収縮させ得る残留応力を開放乃至緩和させる
ことが好ましい。この加熱処理の温度条件としては、通常、高分子フィルムのガラス転移
温度から溶融温度（或いは融点）までの間の温度であることが好ましい。
　以下、本発明の位相差フィルムの製造方法について、工程毎に説明する。
【０１５９】
　１．塗布工程
　本発明における塗布工程は、高分子フィルムの少なくとも一方の表面に、屈折率異方性
材料が溶媒に溶解もしくは分散されてなる位相差強化領域形成用塗工液を塗布する工程で
ある。
　本発明においては、塗布工程における位相差強化領域形成用塗工液の塗布量により、得
られる位相差フィルムのリタデーション値を変化させることができる。
【０１６０】
　本発明に用いられる位相差強化領域形成用塗工液は、少なくとも溶媒と、上記溶媒に溶
解もしくは分散している屈折率異方性材料とが含有されてなるものであり、必要に応じて
他の添加剤が添加される。このような添加剤としては、具体的には、用いられている屈折
率異方性材料が、光硬化型のものである場合は、光重合開始剤等を挙げることができる。
その他、重合禁止剤、レベリング剤、カイラル剤、シランカップリング剤等を挙げること
ができる。
【０１６１】
　上記位相差強化領域形成用塗工液に用いられる屈折率異方性材料としては、上記「Ａ．
位相差フィルム」の欄に記載されたものと同様であるので、ここでの説明は省略する。な
お、屈折率異方性材料が重合性官能基を有するものであり、位相差フィルムの製造工程に
おいて、後述する固定化工程（屈折率異方性材料を重合させて高分子化させる工程）が行
われたものである場合は、位相差フィルムに含有される屈折率異方性材料は所定の重合度
で重合されたものであることから、厳密には位相差強化領域形成用塗工液に用いられたも
のと異なるものである。
【０１６２】
　また、上記位相差強化領域形成用塗工液に用いられる溶媒としては、高分子フィルムを
十分に膨潤させることが可能であり、かつ上記屈折率異方性材料を溶解もしくは分散させ
ることができる溶媒であれば特に限定されるものではない。具体的には、高分子フィルム
がＴＡＣであり、屈折率異方性材料が、末端にアクリレートを有するネマチック液晶であ
る場合は、シクロヘキサノンが好適に用いられる。
【０１６３】
　本発明の位相差強化領域形成用塗工液における溶媒中の屈折率異方性材料の濃度として
は、特に限定されるものではないが、通常５質量％～４０質量％の範囲内、特に１５質量
％～３０質量％の範囲内であることが好ましい。
【０１６４】
　また、高分子フィルム上への塗工量としては、得られる位相差フィルムが要求されるリ
タデーション値により異なるものであるが、屈折率異方性材料の乾燥後の塗工量が０．８
ｇ／ｍ２～６ｇ／ｍ２の範囲内、特に１．６ｇ／ｍ２～５ｇ／ｍ２の範囲内であることが
好ましい。
【０１６５】
　本工程における塗布方法は、高分子フィルム表面に位相差強化領域形成用塗工液を均一
に塗布することができる方法であれば特に限定されるものではなく、バーコーティング、
ブレードコーティング、スピンコーティング、ダイコーティング、スリットリバース、ロ
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ールコーティング、ディップコーティング、インクジェット法、マイクログラビア法等の
方法を用いることができる。本発明においては、中でも、ブレードコーティング、ダイコ
ーティング、スリットリバース、およびロールコーティングを用いることが好ましい。
【０１６６】
　２．浸透工程および乾燥工程
　本発明においては、上記塗布工程の後、上記塗布工程により塗布された上記位相差強化
領域形成用塗工液中の上記屈折率異方性材料を上記高分子フィルムに浸透させる浸透工程
、および上記塗布工程により塗布された上記位相差強化領域形成用塗工液中の上記溶媒を
乾燥させる乾燥工程が行われる。
【０１６７】
　上記浸透工程は、屈折率異方性材料が十分に高分子フィルム内に浸透し取り込まれるよ
うに塗布後の高分子フィルムを放置する工程であるが、用いる溶媒の種類等によっては、
乾燥工程と同時に行ってもよい。
【０１６８】
　上記浸透工程において、上記位相差強化領域形成用塗工液中の上記屈折率異方性材料の
９０質量％以上、好ましくは９５質量％以上、特に好ましくは１００質量％全てが高分子
フィルム内に浸透し取り込まれることが好ましい。上記屈折率異方性材料が高分子フィル
ム内に浸透されずに高分子フィルム表面に多く残留する場合には、表面が曇ってしまいフ
ィルムの光透過率が低下する場合があるからである。
【０１６９】
　したがって、浸透及び乾燥工程の後の高分子フィルムは、浸透させた側の表面をＪＩＳ
－Ｋ７１０５に準拠して測定した際のヘイズ値が、１０％以下であることが好ましく、中
でも２％以下、特に１％以下であることが好ましい。
【０１７０】
　また、上記乾燥工程は、位相差強化領域形成用塗工液中の溶媒を乾燥させる工程であり
、用いる溶媒の種類、浸透工程と同時に行うか否かにより温度および時間が大幅に異なる
。例えば、溶媒としてシクロヘキサノンを用い、浸透工程と同時に行う場合は、通常室温
～１２０℃、好ましくは７０℃～１００℃の範囲内の温度で、３０秒～１０分、好ましく
は１分～５分程度の時間で乾燥工程が行われる。
【０１７１】
　３．延伸工程
　本発明においては、いずれかの時点で高分子フィルムを延伸する延伸工程が行われる。
本発明においては、延伸工程における高分子フィルムの延伸方向や延伸倍率により、得ら
れる位相差フィルムのリタデーション値を変化させることができる。
【０１７２】
　なお、本発明における延伸工程は、延伸された高分子フィルムを準備する工程であって
も良い。
【０１７３】
　本発明において二軸性にするには、用いられる高分子フィルムによって、一軸延伸処理
と二軸延伸処理のいずれを行っても良い。また、二軸延伸処理は、アンバランス二軸延伸
処理を実施しても良い。アンバランス二軸延伸では、ポリマーフィルムをある方向に一定
倍率延伸し、それと垂直な方向にそれ以上の倍率に延伸する。二方向の延伸処理は、同時
に実施してもよい。
【０１７４】
　例えば延伸されていないＴＡＣフィルムを高分子フィルムとして用いる場合には、元来
、負のＣプレートとして作用する一軸性であることから、さらにフィルムの面内方向に一
軸延伸処理をすることにより二軸性を得ることができる。延伸されていないＴＡＣフィル
ムを高分子フィルムとして用いる場合に、面内方向に二軸延伸処理をすることにより二軸
性を得ても良い。
【０１７５】
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　延伸処理は、特に限定されない。例えばロール延伸法、長間隙沿延伸法、テンター延伸
法、チューブラー延伸法等の任意の延伸方法により適宜行うことができる。延伸処理に当
たり、高分子フィルムは、例えばガラス転移点温度以上熔融温度（乃至は融点温度）以下
などに加熱されることが好ましい。
【０１７６】
　延伸処理の延伸倍率は、得たいリタデーション値により適宜決定され、特に限定されな
い。フィルムの面内方向の各点におけるリタデーション値を均一にする点からは、１．０
３～２倍の範囲にあることが好ましく、１．１～１．８倍の範囲にあることが更に好まし
い。延伸後のフィルムの厚さとしては、これに限定されるものではないが、一般的には１
０～２００μｍ、好ましくは１０～１００μｍである。
【０１７７】
　また延伸方向についても、特に限定されない。例えば、後述するような本発明に係る位
相差フィルムと偏光層を直接貼りあわせて偏光フィルムを形成する場合において、当該偏
光フィルムが用いられる表示モードによっては、位相差フィルムの面内の遅相軸方向と偏
光層の偏光軸方向とが垂直になるように配置することが好ましい場合がある。この場合に
おいては、本発明の延伸工程において、位相差フィルムの面内の遅相軸方向が、貼り合わ
せる偏光層の偏光軸方向と垂直になるような方向に、延伸する工程を有することが好まし
い。このようにすることにより、長尺帯状の位相差フィルムと長尺帯状の偏光層を直接貼
り合わせることが可能になり、切り出して９０度など回転させて貼り合わせる場合に比べ
てプロセス上大きなメリットを有する。
【０１７８】
　通常、偏光層の偏光軸は、偏光層を構成するポリマーフィルムの延伸方向に平行な方向
になり、延伸処理は長尺帯状偏光層の長手方向に行うことが容易なため、長尺帯状の偏光
層は一般に長手方向に平行な方向に偏光軸を有する。この場合、直接貼り合わせる長尺帯
状の位相差フィルムは、面内の遅相軸方向が長尺帯状の幅方向になるように、すなわち位
相差フィルムの長尺帯状の幅方向に延伸する工程を有することが好ましい。
【０１７９】
　４．固定化工程
　さらに、用いた屈折率異方性材料が重合性官能基を有する場合は、屈折率異方性材料を
重合させて高分子化するために、固定化工程が行われる。このような固定化工程を行うこ
とにより、一旦高分子フィルム内に取り込まれた屈折率異方性材料が染み出すことを防止
することが可能となり、得られる位相差フィルムの安定性を向上させる。
【０１８０】
　本発明における固定化工程は、用いる屈折率異方性材料により種々の方法が用いられる
。例えば、屈折率異方性材料が架橋性化合物である場合は、光重合開始剤が含有されて紫
外線が照射され、または電子線が照射され、熱硬化性化合物であれば加熱される。
【０１８１】
　Ｃ．光学機能フィルム
　次に、本発明の光学機能フィルムについて説明する。本発明の光学機能フィルムは、上
記「Ａ．位相差フィルム」の欄で説明した位相差フィルムに、位相差フィルム以外の光学
機能層を直接貼り合わせることにより形成されたことを特徴とするものである。
　なお、本発明における光学機能層は、本発明の位相差フィルムを使用する各種用途にお
いて、本発明の位相差フィルムと協働して所望の光学機能を総合的に発現するものであれ
ば特に限定されない。本発明における光学機能層には、例えば反射防止層、紫外線吸収層
、赤外線吸収層などが挙げられる。
【０１８２】
　従って、本発明の光学機能フィルムは、上記「Ａ．位相差フィルム」の欄で説明した位
相差フィルムの機能に加えて上記のような各光学機能層の機能を併せ持つフィルムである
。本発明の光学機能フィルムは、例えば光学補償などの本発明の位相差フィルムが有する
機能と、例えば反射防止などの他の機能について、一つで併せ持つため、それぞれの機能
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を有するフィルムを別個に設ける必要が無いといった利点を有する。
【０１８３】
　反射防止層としては、特に限定されないが、例えば、透明基材フィルム上に、該透明基
材よりも低屈折率の物質からなる低屈折率層を形成したもの、或いは透明基材フィルム上
に、該透明基材よりも高屈折率の物質からなる高屈折率層、及び該透明基材よりも低屈折
率の物質からなる低屈折率層とを、この順に、交互に、各１層ずつ以上積層したものなど
が挙げられる。これら高屈折率層、及び低屈折率層は、層の幾何学的厚と屈折率との積で
表される光学厚みが反射防止すべき光の波長の１／４となるように、真空蒸着、塗工等に
より形成される。高屈折率層の構成材料としては、酸化チタン、硫化亜鉛等が、低屈折率
層の構成材料としては、弗化マグネシウム、氷晶石等が用いられる。
【０１８４】
　また、紫外線吸収層としては、特に限定されないが、例えば、ポリエステル樹脂、アク
リル樹脂等のフィルム中に、ベンゾトリアゾール系化合物、ベンゾフェノン系化合物、サ
リシレート系化合物等から成る紫外線吸収剤を添加して成膜したものが挙げられる。
【０１８５】
　また、赤外線吸収層としては、特に限定されないが、例えば、ポリエステル樹脂等のフ
ィルム基材上に赤外線吸収層を塗工等により形成したものが挙げられる。赤外線吸収層と
しては、例えば、ジインモニウム系化合物、フタロシアニン系化合物等から成る赤外線吸
収剤を、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂等から成るバインダー樹脂中に添加して成膜し
たものが用いられる。
【０１８６】
　本発明においては、上記位相差フィルムの第１の態様、すなわち、屈折率異方性材料の
濃度勾配が、高分子フィルムの一方の表面側が高濃度であり、他方の表面側に向かって低
濃度となる濃度勾配であり、他方の表面側が基材領域である態様の位相差フィルムが好適
に用いられる。位相差フィルムに用いられる高分子フィルムの種類にもよるが、屈折率異
方性材料が存在しない側の面の方が、光学機能層との接着性が良好となる場合が多いから
である。
【０１８７】
　Ｄ．偏光フィルム
　次に、本発明の偏光フィルムについて説明する。本発明の偏光フィルムは、上記「Ａ．
位相差フィルム」の欄で説明した位相差フィルムに、偏光層をポリビニルアルコール（Ｐ
ＶＡ）系接着剤等で直接貼り合わせることにより形成されたことを特徴とするものである
。
【０１８８】
　偏光フィルムは、通常偏光層とその両表面に保護層が形成されてなるものであるが、本
発明においては、例えばその一方側の保護層を上述した位相差フィルムとすることにより
、例えば光学補償機能を有する偏光フィルムとすることができる。
　偏光層としては、特に限定されないが、例えばヨウ素系偏光層、二色性染料を用いる染
料系偏光層やポリエン系偏光層などを用いることができる。ヨウ素系偏光層や染料系偏光
層は、一般にポリビニルアルコールを用いて製造される。
【０１８９】
　本発明においては、上記位相差フィルムの第１の態様、すなわち、屈折率異方性材料の
濃度勾配が、高分子フィルムの一方の表面側が高濃度であり、他方の表面側が低濃度とな
る濃度勾配である態様の位相差フィルムが好適に用いられる。偏光層は通常ポリビニルア
ルコール（ＰＶＡ）からなる場合が多く、このような場合は、位相差フィルムに用いられ
る高分子フィルムの種類にもよるが、屈折率異方性材料が存在しない側の面の方が接着性
が良好となるからである。
【０１９０】
　Ｅ．表示装置
　最後に、本発明の表示装置について説明する。本発明における表示装置としては、例え
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ば液晶表示装置、有機ＥＬ表示装置などが挙げられる。
【０１９１】
　本発明の表示装置の第一の態様は、上述した本発明に係る位相差フィルムを、光路に配
置したことを特徴とする。本発明の表示装置は、剥離等の問題がなく、適切なリタデーシ
ョンを有する位相差フィルムが配置されていることにより、信頼性が高く、表示品位に優
れるものである。
【０１９２】
　図９は、本発明の表示装置のうち、液晶表示装置の一例を示す斜面図である。図９に示
すように、本発明の液晶表示装置２０は、入射側の偏光板１０２Ａと、出射側の偏光板１
０２Ｂと、液晶セル１０４とを有するものである。偏光板１０２Ａ、１０２Ｂは、所定の
振動方向の振動面を有する直線偏光のみを選択的に透過させるように構成されたものであ
り、それぞれの振動方向が相互に直角の関係になるようにクロスニコル状態で対向して配
置されている。また、液晶セル１０４は画素に対応する多数のセルを含むものであり、偏
光板１０２Ａ、１０２Ｂの間に配置されている。
【０１９３】
　ここで、液晶表示装置２０において、液晶セル１０４は、負の誘電異方性を有するネマ
チック液晶が封止されたＶＡ（Vertical Alignment）方式を採用しており、入射側の偏光
板１０２Ａを透過した直線偏光は、液晶セル１０４のうち非駆動状態のセルの部分を透過
する際には、位相シフトされずに透過し、出射側の偏光板１０２Ｂで遮断される。これに
対し、液晶セル１０４のうち駆動状態のセルの部分を透過する際には、直線偏光が位相シ
フトされ、この位相シフト量に応じた量の光が出射側の偏光板１０２Ｂを透過して出射さ
れる。これにより、液晶セル１０４の駆動電圧を各セル毎に適宜制御することにより、出
射側の偏光板１０２Ｂ側に所望の画像を表示することができる。
【０１９４】
　このような構成からなる液晶表示装置２０において、液晶セル１０４と出射側の偏光板
１０２Ｂ（液晶セル１０４から出射された所定の偏光状態の光を選択的に透過させる偏光
板）との間であって、光路に上述した本発明に係る位相差フィルム１０が配置されており
、位相差フィルム１０により、液晶セル１０４から出射された所定の偏光状態の光のうち
液晶セル１０４の法線から傾斜した方向に出射される光の偏光状態を補償することができ
るようになっている。更に、本発明に係る位相差フィルム１０により、偏光板１０２Ｂか
らの光漏れをも防止することができるようになっている。
【０１９５】
　以上のとおり、上述した構成からなる液晶表示装置２０によれば、液晶表示装置２０の
液晶セル１０４と出射側の偏光板１０２Ｂとの間に、上述した本発明に係る信頼性が高い
位相差フィルム１０を配置し、液晶セル１０４から出射された光のうち液晶セル１０４の
法線から傾斜した方向に出射される光の偏光状態を補償するので、液晶表示装置２０にお
ける視角依存性の問題を効果的に改善することができ、且つ偏光板からの光漏れを防止す
るので偏光板の視角依存性の問題をも改善することができ、表示品位に優れ、且つ、信頼
性が高いものである。
【０１９６】
　なお、図９に示す液晶表示装置２０は、光が厚さ方向の一方の側から他方の側へ透過す
る透過型であるが、本発明に係る表示装置の実施形態はこれに限定されるものではなく、
上述した本発明に係る位相差フィルム１０は反射型の液晶表示装置にも同様に組み込んで
用いることができる。さらに、上述したような他の表示装置の光路にも同様に組み込んで
用いることができる。
【０１９７】
　また、図９に示す液晶表示装置２０では、上述した本発明に係る位相差フィルム１０を
液晶セル１０４と出射側の偏光板１０２Ｂとの間に配置しているが、光学補償の態様によ
っては、位相差フィルム１０を液晶セル１０４と入射側の偏光板１０２Ａとの間に配置し
てもよい。また、位相差フィルム１０を液晶セル１０４の両側（液晶セル１０４と入射側
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の偏光板１０２Ａとの間、及び液晶セル１０４と出射側の偏光板１０２Ｂとの間）に配置
してもよい。なお、液晶セル１０４と入射側の偏光板１０２Ａとの間、又は液晶セル１０
４と出射側の偏光板１０２Ｂとの間に配置される位相差フィルムは一つに限らず、複数配
置されていてもよい。
【０１９８】
　また、本発明の表示装置の第二の態様は、上述した本発明に係る光学機能フィルムを、
光路に配置したことを特徴とする。このようにすることにより、上記位相差フィルム以外
の機能を有する光学機能板を別途設ける必要が無く、信頼性が高い表示品位に優れた表示
装置を得ることができる。
【０１９９】
　図１０は、本発明の表示装置のうち、液晶表示装置の一例を示す斜面図である。図１０
に示すように、本発明の液晶表示装置３０は、入射側の偏光板１０２Ａと、出射側の偏光
板１０２Ｂと、液晶セル１０４とを有するものである。偏光板１０２Ａ、１０２Ｂ、及び
液晶セル１０４は、上記図９と同様のものを用いることができ、図９と同様に配置されて
いる。
【０２００】
　このような構成からなる液晶表示装置３０において、液晶セル１０４と出射側の偏光板
１０２Ｂとの間であって、光路に、上述した本発明に係る光学機能フィルム４０が配置さ
れている。当該光学機能フィルムが併せ持つ機能は特に限定されないが、光学補償機能に
紫外線吸収機能を併せ持つ場合、光学機能フィルム４０により、液晶セル１０４から出射
された所定の偏光状態の光のうち液晶セル１０４の法線から傾斜した方向に出射される光
の偏光状態を補償し、光漏れを防止し、且つ外部から液晶表示装置内に入射する日光等に
由来する紫外線を吸収して、液晶表示装置の耐光性を向上させることができるようになっ
ている。
【０２０１】
　以上のとおり、上述した構成からなる液晶表示装置３０によれば、液晶表示装置３０の
液晶セル１０４と出射側の偏光板１０２Ｂとの間に、上述した本発明に係る信頼性が高い
光学機能フィルム４０を配置し、液晶セル１０４から出射された光のうち液晶セル１０４
の法線から傾斜した方向に出射される光の偏光状態を補償するので、液晶表示装置３０に
おける視角依存性の問題を効果的に改善することができ、偏光板からの光漏れを防止する
ので偏光板の視角依存性の問題をも改善することができ、且つ、例えば紫外線吸収機能に
より耐光性を向上させることができ、表示品位に優れるものである。
【０２０２】
　なお、本発明に係る表示装置の実施形態はこれに限定されるものではなく、上述した本
発明に係る光学機能フィルム４０は反射型の液晶表示装置にも同様に組み込んで用いるこ
とができる。さらに、上述したような他の表示装置の光路にも同様に組み込んで用いるこ
とができる。
【０２０３】
　また、図１０に示す液晶表示装置３０では、上述した本発明に係る光学機能フィルム４
０を液晶セル１０４と出射側の偏光板１０２Ｂとの間に配置しているが、光学補償や併せ
持つ機能の態様によっては、光学機能フィルム４０を液晶セル１０４と入射側の偏光板１
０２Ａとの間に配置してもよい。また、光学機能フィルム４０を液晶セル１０４の両側（
液晶セル１０４と入射側の偏光板１０２Ａとの間、及び液晶セル１０４と出射側の偏光板
１０２Ｂとの間）に配置してもよい。又光学機能フィルム４０を出射側の偏光板１０２Ｂ
の外側（表面側）に配置してもよい。なお、液晶セル１０４と入射側の偏光板１０２Ａと
の間、又は液晶セル１０４と出射側の偏光板１０２Ｂとの間、又は出射側の偏光板１０２
Ｂの外側に配置されるフィルムは一つに限らず、複数配置されていてもよい。
【０２０４】
　また、本発明の表示装置の第三の態様は、上述した本発明に係る偏光フィルムを、光路
に配置したことを特徴とする。このようにすることにより、他に光学補償板を設ける必要
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が無く、信頼性が高い表示品位に優れた表示装置を得ることができる。
【０２０５】
　図１１は、本発明の表示装置のうち、液晶表示装置の一例を示す斜面図である。図１１
に示すように、本発明の液晶表示装置５０は、入射側の偏光板１０２Ａと、出射側に本発
明に係る偏光フィルム６０と、液晶セル１０４とを有するものである。偏光板１０２Ａと
本発明に係る偏光フィルム６０は、所定の振動方向の振動面を有する直線偏光のみを選択
的に透過させるように構成されたものであり、それぞれの振動方向が相互に直角の関係に
なるようにクロスニコル状態で対向して配置されている。また、液晶セル１０４は、図９
と同様のものを用いることができ、偏光板１０２Ａ、本発明に係る偏光フィルム６０の間
に配置されている。
【０２０６】
　上述した構成からなる液晶表示装置５０によれば、液晶表示装置５０の液晶セル１０４
と出射側に、上述した本発明に係る信頼性が高い偏光フィルム６０を配置し、液晶セル１
０４から出射された光のうち液晶セル１０４の法線から傾斜した方向に出射される光の偏
光状態を補償するので、液晶表示装置５０における視角依存性の問題を効果的に改善する
ことができ、偏光板からの光漏れを防止するので偏光板の視角依存性の問題をも改善する
ことができ、表示品位に優れ、且つ、信頼性が高いものである。
【０２０７】
　なお、本発明に係る表示装置の実施形態はこれに限定されるものではなく、上述した本
発明に係る偏光フィルム６０は反射型の液晶表示装置にも同様に組み込んで用いることが
できる。さらに、上述したような他の表示装置の光路にも同様に組み込んで用いることが
できる。
【０２０８】
　また、図１１に示す液晶表示装置５０では、上述した本発明に係る偏光フィルム６０を
液晶セル１０４と出射側に配置しているが、光学補償の態様によっては、液晶セル１０４
の入射側に配置してもよい。また、本発明に係る偏光フィルム６０及び６０’を液晶セル
１０４の両側に配置してもよい。なお、液晶セル１０４と入射側の偏光板１０２Ａとの間
、又は液晶セル１０４と出射側の偏光フィルム６０との間に配置される別途位相差フィル
ムを配置しても良い。
【０２０９】
　上記においては、液晶表示装置のみを例示して説明したが、本発明に係る上記位相差フ
ィルム、及び偏光フィルムは、他の表示装置にも用いることが可能であり、例えば、円偏
光板として機能する発明に係る上記位相差フィルム、又は偏光フィルムを光路に配置した
有機ＥＬ表示装置なども挙げられる。
【０２１０】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な
作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０２１１】
　以下、本発明について実施例を示して具体的に説明する。
　（実施例１）
　１．延伸前位相差フィルム
　屈折率異方性材料として光重合性液晶化合物（下記化合物（１））をシクロヘキサノン
に２０質量％溶解させ、ＴＡＣフィルム（富士写真フィルム株式会社製、商品名：TF80UL
）から成る基材フィルム表面にバーコーティングにより、乾燥後の塗工量が２．５ｇ／ｍ
2となるように塗工した。次いで、９０℃で４分間加熱して溶剤を乾燥除去すると共に、
該光重合性液晶化合物を該ＴＡＣフィルム内に浸透させた。さらに、塗工面に紫外線を照
射することにより、上記光重合性液晶化合物を固定化して延伸前位相差フィルムを作製し
た。得られた延伸前位相差フィルムをサンプルとして、以下の項目で評価した。
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【０２１２】
【化３】

【０２１３】
（１）光学特性
　サンプルの位相差を自動複屈折測定装置（王子計測機器株式会社製、商品名：KOBRA-21
ADH）により測定した。測定光をサンプル表面に対して垂直あるいは斜めから入射して、
その光学位相差と測定光の入射角度のチャートから基材フィルムの位相差を増加させる異
方性を確認した。図１２に延伸前の位相差角度依存性について示す。また、同測定装置に
より、３次元屈折率を測定した。その結果、基材フィルムの表面に平行な平面方向の屈折
率をｎｘ、ｎｙ、厚み方向の屈折率をｎｚとすると、下記表１に示すようにｎｚ＜ｎｘ＝
ｎｙが成立しており、負のＣプレートとなっているので、上の位相差の測定結果を合わせ
ると、液晶分子の配向方向は、基材フィルムの表面に平行な面内に液晶分子が存在し、且
つ該面内に於ける配向方向がランダムであるホモジニアス配向していると考えられる。
【０２１４】

【表１】

【０２１５】
（２）ＳＥＭによる断面観察
　サンプルの液晶塗工面に包埋樹脂を塗布して厚み方向に切断し、サンプルの断面をSEM
により観察した。結果を図１３に示す。図１３から明らかなように、フィルム表面と包埋
樹脂の間に層は存在しておらず、上の位相差の測定結果を合わせて、高分子フィルム中に
液晶化合物が浸透したと判断した。
【０２１６】
（３）ＴＥＭによる断面観察
　サンプルの液晶塗工面に金属酸化物の表面保護を行ない、エポキシ樹脂包埋後クライオ
支持台に接着した。次にクライオシステムによりダイヤモンドナイフ装着のウルトラミク
ロトームでトリミング／面出し、金属酸化物による蒸気染色を施し、超薄切片作製後にＴ
ＥＭ観察を行なった。結果を図１４に示す。図１４から明らかなように、サンプルの屈折
率異方性材料浸透側は３層（位相差強化領域のうち高濃度領域、位相差強化領域のうち中
間領域、および基材領域）に分かれていることが分かった。
【０２１７】
（４）厚み方向の材料濃度分布測定
　ＧＳＰ（精密斜め切削法）により位相差フィルムを切断して厚み方向の断面が出るよう
にし、飛行時間型二次イオン質量分析計（ＴＯＦ－ＳＩＭＳ）（装置：Ｐｈｙｓｉｃａｌ
　Ｅｌｅｃtｒｏｎｉｃｓ社製ＴＦＳ－２０００）を用いて、切削面における厚み方向の
材料の濃度分布を測定した。測定条件は、２次イオン極性を正及び負、質量範囲（Ｍ／Ｚ
）を０～１０００、ラスターサイズを１８０μｍ□、測定時間を３分、エネルギーフィル
ターなし、コントラストダイアフラムを０＃、後段加速を５ｋＶ、測定真空度は４×１０
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Ｖ、試料電位を＋３．２ｋＶ、パルス周波数を８．３ｋＨｚ、パルス幅を１２ｎｓ、バン
チングなし、帯電中和あり、時間分解能を１．１ｎｓ／ｃｈとした。
【０２１８】
　測定結果として、正２次イオンスペクトルにおいて、屈折率異方性材料の塗工面で強く
測定された２７、５５、１０４、１２１、２７５ａｍｕを屈折率異方性材料由来ピークと
し、塗工しなかった裏面で強く測定された１５、４３、３２７ａｍｕをＴＡＣフィルム由
来ピークとして、これらのピーク強度のそれぞれの和を総２次イオン強度で規格化した値
を縦軸に、屈折率異方性材料の塗工面をゼロとして厚み方向を横軸にとったプロファイル
を図１５に示す。但し、２７、５５ａｍｕはＴＡＣフィルムからも観測されたため、屈折
率異方性材料由来ピークとした正２次イオンにはＴＡＣフィルムの寄与も一部含まれる。
【０２１９】
　また、同様に、負２次イオンスペクトルにおいて、屈折率異方性材料の塗工面で強く測
定された１３、２６、１１８、２１７ａｍｕを屈折率異方性材料由来ピークとし、塗工し
なかった裏面で強く測定された１６、５９ａｍｕをＴＡＣフィルム由来ピークとして、こ
れらのピーク強度のそれぞれの和を総２次イオン強度で規格化した値を縦軸に、屈折率異
方性材料の塗工面をゼロとして厚み方向を横軸にとったプロファイルを図１６に示す。但
し、１３ａｍｕはＴＡＣフィルムからも観測されたため、屈折率異方性材料由来ピークと
した負２次イオンにはＴＡＣフィルムの寄与も一部含まれる。
【０２２０】
　正２次イオンスペクトル及び負２次イオンスペクトルの厚み方向のプロファイルの結果
において、いずれも塗工面から１．５μｍあたりまでは、屈折率異方性材料の濃度が比較
的高く且つ濃度勾配が緩やかな領域であり、１．５μｍあたり～３μｍあたりに屈折率異
方性材料の濃度が減衰して濃度勾配が急な領域が存在し、さらに３μｍあたりから屈折率
異方性材料が殆ど含まれない基材領域が存在することが明らかになった。これは、屈折率
異方性材料浸透側が３層（位相差強化領域のうち高濃度領域、位相差強化領域のうち中間
領域、および基材領域）に分かれていることが観測されたＴＥＭによる断面観察の結果と
一致する。なお、これらの濃度分布は、フィルム延伸後も同様であると推定できる。
【０２２１】
　ＩＩ．延伸後位相差フィルム
　前記延伸前位相差フィルムを、ホットプレート上で１２０度で５分間加熱し、延伸倍率
が１．２０倍となるように延伸した。得られた延伸後位相差フィルムをサンプルとして、
以下の項目で評価した。
【０２２２】
（１）光学特性
　延伸後サンプルの位相差を自動複屈折測定装置（王子計測機器株式会社製、商品名：KO
BRA-21ADH）により測定した。測定光をサンプル表面に対して垂直あるいは斜めから入射
して、その光学位相差と測定光の入射角度のチャートから基材フィルムの位相差を増加さ
せる異方性を確認した。図１２に延伸後の位相差角度依存性についても併せて示す。また
、同測定装置により３次元屈折率を測定した。その結果を表２に示す。これらの結果、延
伸後サンプルは、負のＣプレートに加え、面内位相差が発現して正のＡプレートも併せ持
つ機能を有し、基材フィルムの表面に平行な面内方向の屈折率をｎｘ、ｎｙ、厚み方向の
屈折率をｎｚとしたときに、ｎｘ＞ｎｙ＞ｎｚが成立していることが明らかになった。
【０２２３】
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【表２】

【０２２４】
（２）ヘイズ
　サンプルの透明性を調べるため、濁度計（日本電色工業株式会社製、商品名：NDH2000
）により、ＪＩＳ－Ｋ７１０５に準拠してヘイズ値を測定した。その結果、０．３５％で
良好であった。
【０２２５】
（３）密着性試験
　密着性を調べるために、剥離試験を行った。剥離試験としては、得られたサンプルに1m
m角の切れ目を碁盤目状に入れ、接着テープ（ニチバン株式会社製、セロテープ（登録商
標））を液晶面に貼り付け、その後テープを引き剥がし、目視により観察した。その結果
、密着度は１００％であった。
　密着度（％）=（剥がれなかった部分／テープを貼り付けた領域）×100
【０２２６】
（４）耐湿熱試験
　サンプルを９０℃の熱水に６０分間浸し、上述した方法により光学特性及び密着性を測
定した。その結果、試験前後で光学特性及び密着性の変動は見られなかった。
【０２２７】
（５）耐水試験
　サンプルを室温（23.5℃）下で純水に1日浸し、上述した方法により光学特性及び密着
性を測定した。その結果、試験前後で光学特性及び密着性の変動は見られなかった。
【０２２８】
（６）耐アルカリ性試験
　サンプルを５５℃下でアルカリ水溶液（１．５Ｎの水酸化ナトリウム水溶液)に３分間
浸し、水洗、乾燥し、上述した方法により光学特性及び密着性を測定した。その結果、試
験前後で光学特性及び密着性の変動は見られなかった。また、着色も見られなかった。
【０２２９】
（７）接触角測定
　位相差フィルムの位相差強化領域表面および基材領域表面の接触角を測定した。具体的
には、接触角測定器（協和界面科学株式会社製、CA-Z型）により位相差強化領域表面およ
び基材領域表面（TAC面）の純水に対する接触角を測定した。接触角は、測定面に0.1mlの
純水を滴下30秒後に測定した。その結果、位相差強化領域表面が62.6°、基材領域表面が
57.3°であり、位相差強化領域表面の方が高い値となっており、位相差強化領域でない表
面の方が親水性を有するという結果が得られた。
【０２３０】
（実施例２）
　各乾燥後の塗工量が１．２、１．５、１．９、２．５、３．０、３．５、４．９、５．
４、５．９ｇ／ｍ2となるように塗工した以外は、実施例１と同様にして延伸前位相差フ
ィルムサンプルを９つ作製した。その後、延伸前位相差フィルムを延伸実験装置により、
延伸倍率が１．１倍となるように面内方向に延伸して９つの位相差フィルムサンプルを作
製した。リタデーション値を測定し、延伸倍率を一定にした時の塗工量とリタデーション
値の関係の評価を行った。また、各サンプルについて実施例１と同様にヘイズ値も測定し
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た。
【０２３１】
　図１７（ａ）に塗工量と面内方向リタデーション値の関係、図１７（ｂ）に塗工量と厚
み方向リタデーション値の関係を示す。これらの結果により、塗工量と面内方向リタデー
ション及び厚み方向リタデーションには、図１７中（ａ）及び（ｂ）に示すようなほぼ比
例する関係が見られ、塗工量によりリタデーションを制御できることがわかった。また、
ヘイズ値については、実施例２の全てのヘイズ値が０．６％以下であるという消偏性が極
めて少ないものであった。
【０２３２】
（実施例３）
　屈折率異方性材料として光重合性棒状液晶混合物（重合性官能基を両末端に有する棒状
液晶化合物、重合性官能基を片末端に有する棒状液晶化合物、及び重合性官能基を有しな
い棒状液晶化合物の混合物）をシクロヘキサノンに２０質量％溶解させ、ＴＡＣフィルム
（富士写真フィルム株式会社製、商品名：TF80UL）から成る基材フィルム表面にバーコー
ティングにより、各乾燥後の塗工量が２．５、３．０、３．５、４．０ｇ／ｍ2となるよ
うに塗工した。次いで、９０℃で４分間加熱して溶剤を乾燥除去すると共に、該光重合性
液晶混合物を該ＴＡＣフィルム内に浸透させた。さらに、塗工面に紫外線を照射すること
により、上記光重合性液晶混合物を固定化して延伸前位相差フィルムを作製した。その後
、延伸前位相差フィルムを、延伸実験機により、延伸倍率が１．１倍となるように面内方
向に延伸して４つの位相差フィルムサンプルを作製した。リタデーション値を測定し、延
伸倍率を一定にした時の塗工量とリタデーション値の関係の評価を行った。また、各サン
プルについて実施例１と同様にヘイズ値も測定した。
【０２３３】
　図１７（ａ）に塗工量と面内方向リタデーション値の関係、図１７（ｂ）に塗工量と厚
み方向リタデーション値の関係を実施例２と併せて示す。これらの結果により、塗工量と
面内方向リタデーション及び厚み方向リタデーションには、図１７中（ａ）及び（ｂ）に
示すようなほぼ比例する関係が見られ、塗工量によりリタデーションを制御できることが
わかった。また、ヘイズ値については、実施例３の全てのヘイズ値が０．４％以下である
という消偏性が極めて少ないものであった。
【０２３４】
（実施例４）
　乾燥後の塗工量を３．５ｇ／ｍ2とした以外は、実施例１と同様に延伸前位相差フィル
ムを作製した。その後、延伸前位相差フィルム（１．００倍）を、延伸実験機により、各
延伸倍率が１．１０倍、１．２０倍となるように延伸して各位相差フィルムサンプルを作
製した。リタデーション値を測定し、塗工量を一定にした時の延伸倍率とリタデーション
値の関係の評価を行った。また、各サンプルについて実施例１と同様にヘイズ値も測定し
た。
【０２３５】
　図１８（ａ）に延伸倍率と面内方向リタデーション値の関係、図１８（ｂ）に延伸倍率
と厚み方向リタデーション値の関係を示す。これらの結果により、延伸倍率と面内方向リ
タデーション及び厚み方向リタデーションには、図１８中（ａ）及び（ｂ）に示すような
ほぼ比例する関係が見られ、延伸によりリタデーションを制御できることがわかった。ま
た、ヘイズ値については、実施例４の全てのヘイズ値が０．８％以下であるという消偏性
が極めて少ないものであった。
【０２３６】
（実施例５）
　屈折率異方性材料として実施例１と同じ光重合性液晶化合物（上記化合物（１））をシ
クロヘキサノンに２０質量％溶解させ、ＴＡＣフィルム（富士写真フィルム株式会社製、
商品名：TF80UL）から成る基材フィルム表面にバーコーティングにより、乾燥後の塗工量
が３．５ｇ／ｍ2となるように塗工した。次いで、９０℃で４分間加熱して溶剤を乾燥除
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去すると共に、該光重合性液晶化合物を該ＴＡＣフィルム内に浸透させた。その後、当該
フィルム（１．００倍）を、延伸実験機により、各延伸倍率が１．１０倍、１．２０倍と
なるように延伸して各位相差フィルムサンプルを作製した。さらに、各位相差フィルムサ
ンプルについて、実施例４と同じ条件で塗工面に紫外線を照射することにより、上記光重
合性液晶化合物を固定化して各位相差フィルムサンプルを作製した。リタデーション値を
測定し、塗工量を一定にした時の延伸倍率とリタデーション値の関係の評価を行った。ま
た、各サンプルについて実施例１と同様にヘイズ値も測定した。
【０２３７】
　図１８（ａ）に延伸倍率と面内方向リタデーション値の関係、図１８（ｂ）に延伸倍率
と厚み方向リタデーション値の関係を実施例４と併せて示す。これらの結果により、延伸
倍率と面内方向リタデーション及び厚み方向リタデーションには、図１８中（ａ）及び（
ｂ）に示すようなほぼ比例する関係が見られ、延伸によりリタデーションを制御できるこ
とがわかった。また、ヘイズ値については、実施例５の全てのヘイズ値が０．７％以下で
あるという消偏性が極めて少ないものであった。
【０２３８】
　図１８に示されるように、実施例４と実施例５の比較により、同じ塗工量で同じ延伸倍
率であっても、延伸工程と固定化工程の順序によりリタデーション値が異なることが明ら
かになった。上記屈折率異方性材料を固定化する前に延伸する実施例５においては、延伸
工程により位相差フィルムの面内方向リタデーションをより大きくすることが可能であっ
た。
【０２３９】
（実施例６）
　屈折率異方性材料として実施例１と同じ光重合性液晶化合物（上記化合物（１））をシ
クロヘキサノンに２０質量％溶解させ、幅６５０ｍｍ、長さ３０ｍの長尺状ＴＡＣフィル
ム（富士写真フィルム株式会社製、商品名：TF80UL）から成る基材フィルム表面に、各乾
燥後の塗工量が３ｇ／ｍ2となるように塗工した。次いで、９０℃で４分間加熱して溶剤
を乾燥除去すると共に、該光重合性液晶化合物を該ＴＡＣフィルム内に浸透させた。さら
に、塗工面に紫外線を照射することにより、上記光重合性液晶化合物を固定化して延伸前
位相差フィルムを作製した。その後、延伸前位相差フィルムを、横延伸機により、横延伸
倍率が１．２倍となるように延伸して本発明に係る位相差フィルムを作製した。３ｍに切
り出した長尺状位相差フィルムを最小直径が３１ｍｍであるようにロール状に巻いた形態
にして、２３℃で１ヶ月間保存した。その結果、位相差フィルムの表面は保存前後で変動
が見られず、クラックの発生はなく、巻いたフィルム間での貼り付きもなかった。
【０２４０】
（実験例１）
　実施例１において、乾燥後の塗工量を２．０、２．６、３．２、３．８ ｇ／ｍ２に変
えて延伸前位相差フィルムサンプルを作製し、塗工量と位相差の関係の評価を行った。そ
の結果、塗工量と位相差（法線方向に対して３０°の角度で測定したリタデーション値：
３０°Ｒｅ）には図１９に示すようにリニアな関係が見られ、塗工量で位相差を制御でき
ることが分った。
【図面の簡単な説明】
【０２４１】
【図１】本発明の位相差フィルムの一例を示す模式的断面図である。
【図２】本発明の位相差フィルムの他の例を示す模式的断面図である。
【図３】濃度勾配の分布を模式的に示す図である。
【図４】本発明の位相差フィルムの一例を示す模式的断面図である。
【図５】本発明の位相差フィルムの他の例を示す模式的断面図である。
【図６】本発明の位相差フィルムの製造方法の一例を示す工程図である。
【図７】本発明の位相差フィルムの製造方法の他の一例を示す工程図である。
【図８】本発明の位相差フィルムの製造方法の他の一例を示す工程図である。
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【図９】本発明の位相差フィルムを備えた液晶表示装置の一例を示す概略分解斜視図であ
る。
【図１０】本発明の光学機能フィルムを備えた液晶表示装置の一例を示す概略分解斜視図
である。
【図１１】本発明の偏光フィルムを備えた液晶表示装置の一例を示す概略分解斜視図であ
る。
【図１２】実施例１の位相差フィルムの位相差角度依存性を示す図である。
【図１３】実施例１の延伸前位相差フィルムの断面を示すＳＥＭ写真である。
【図１４】実施例１の延伸前位相差フィルムの断面を示すＴＥＭ写真である。
【図１５】実施例１の延伸前位相差フィルムのＴＯＦ－ＳＩＭＳ測定の正の２次イオンス
ペクトル測定による濃度分布を示す図である。
【図１６】実施例１の延伸前位相差フィルムのＴＯＦ－ＳＩＭＳ測定の負の２次イオンス
ペクトル測定による濃度分布を示す図である。
【図１７】実施例２及び実施例３の位相差フィルムの塗工量に対する（ａ）面内リタデー
ション値、（ｂ）厚み方向リタデーション値を示す図である。
【図１８】実施例４及び実施例５の位相差フィルムの延伸倍率に対する（ａ）面内リタデ
ーション値、（ｂ）厚み方向リタデーション値を示す図である。
【図１９】実験例１における塗工量と位相差との関係を示すグラフである。
【図２０】本発明の位相差フィルムの主屈折率の方向が、位相差フィルムの面内方向及び
フィルムの厚み方向と一致している場合を説明する図である。
【図２１】本発明の位相差フィルムの主屈折率の方向が、位相差フィルムの面内方向及び
フィルムの厚み方向に対して傾斜している場合を説明する図である。
【図２２】従来の液晶表示装置を示す概略分解斜視図である。
【０２４２】
　１…高分子フィルム
　２…位相差強化領域
　３…表面側
　４…反対側の表面側
　５…基材領域
　６…中間領域
　７…位相差強化領域形成用塗工液
　８…延伸
　９…紫外線
　１０…位相差フィルム
　１１…屈折率楕円体
　２０、３０、５０…液晶表示装置
　４０…光学機能フィルム
　６０…偏光フィルム
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